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まえがき 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 61280-4-1：0000 
 (IEC 61280-4-1：2019＋Amd 1：2021) 

光ファイバ通信サブシステム試験方法－第 4-1 部：

敷設済みケーブル設備－マルチモード減衰量測定 
Fibre-optic communication subsystem test procedures -  

Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement 
 

序文 

この規格は，2019 年に第 3 版として発行された IEC 61280-4-1 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

1 適用範囲 

IEC 61280 のこの規格は，マルチモード光ファイバを使用する敷設済み光ファイバケーブル設備の減衰

量測定について規定する。このケーブル設備は，マルチモード光ファイバ，コネクタ，アダプタ，スプラ

イス，及び他の受動部品を含めることが可能である。ケーブル配線は，住宅，商業施設，工業施設，及び

データセンターの構内，並びに外部の設備環境を含む様々な環境に設置することが可能である。この規格

で使用される試験装置は，一つの単心ファイバコネクタインタフェース又は二つの単心ファイバコネクタ

インタフェースをもつ。 

この規格で，取り上げる光ファイバは，IEC 60793-2-10 に規定されているサブカテゴリ A1-OMx［x = 2，
3，4 及び 5（50/125 μm）］，及び A1-OM1（62.5/125 μm）のマルチモード光ファイバとする。他のマル

チモードカテゴリの減衰量測定はこの規格の手法を用いて行うことが可能であるが，他のカテゴリに対す

る光源の条件は定義されていない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 61280-4-1:2019，Fibre-optic communication subsystem test procedures－Part 4-1: Installed cabling 

plant－Multimode attenuation measurement ＋ Amendment 1:2021（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 6185-3 オプティカルタイムドメインリフレクトメータ（OTDR）－第 3 部：校正方法－マルチ

モード光ファイバ用 OTDR 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61746-2，Calibration of optical time-domain reflectometers 
(OTDR)－Part 2: OTDR for multimode fibres 
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JIS C 6186 光ファイバ用光パワーメータ校正方法 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61315，Calibration of fibre-optic power meters 

IEC 60825-2，Safety of laser products－Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS) 

IEC 61280-1-3，Fibre optic communication subsystem test procedures－Part 1-3: General communication 
subsystems－Central wavelength and spectral width measurement 

IEC 61280-1-4，Fibre optic communication subsystem test procedures－Part 1-4: General communication 
subsystems－Light source encircled flux measurement method 

IEC 61300-3-35，Fibre optic interconnecting devices and passive components－Basic test and measurement 
procedures－Part 3-35: Examinations and measurements－Visual inspection of fibre optic connectors and 
fibre-stub transceivers 

3 用語，定義，図記号及び略語 

この規格で用いる主な用語，定義，図記号及び略語は，次による。 

ISO 及び IEC では，標準化で用いる用語集のデータベースを次のアドレスで管理している。 

・ IEC Electropedia：https://www.electropedia.org 

・ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp/ui 

3.1 用語及び定義 

3.1.1 
減衰量，A（attenuation，A） 

ケーブル配線などの媒体を通して伝送されることによる光出力の減衰の程度 
A = 10 log（Pin/Pout） 
ここで，Pin 及び Pout は，通常 mW 単位で測定される，ケーブル配線に入力されるパワー及び出力され

るパワーである。 

注釈 1 減衰量は，デシベル（dB）で表される。 

3.1.2 
光源パワーメータ，LSPM（light source power meter，LSPM） 

敷設済みケーブル設備の減衰量を測定するために使用される，光源（LS）及び光パワーメータ（PM）

からなる試験システム 

3.1.3 
オプティカルタイムドメインリフレクトメータ，OTDR（optical time domain reflectometer，OTDR） 

敷設済みケーブル設備及びそのケーブル設備内の特定の要素の減衰量を特徴づけて測定するために使用

される試験システム 

3.1.4 
試験コード（test cord） 

光源又は検出器をケーブル配線に接続する，又は被試験ケーブル配線に適したインターフェースを提供

するために使用される，終端処理された光ファイバコード 

注釈 1 試験コードには，次の 5 種類がある。 

・ 入射側コード：光源をケーブル配線に接続するために使用する。 
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・ 受信コード：ケーブル配線をパワーメータ（LSPM だけ）に接続するために使用する。 

・ 出射側コード：OTDR を近端で使用するとき，ケーブル配線の遠端に取り付ける。これは，遠端連結

部を含むケーブル配線全体の減衰量を評価する手段を提供する。 

・ アダプタコード：必要な試験構成のソケット又は他の互換性のないコネクタ間の変換に使用する。 

・ 置換コード：基準測定内で使用される試験コードで，被試験ケーブル配線の損失の測定中に交換され

る。 

3.1.5 
双方向測定（bi-directional measurement） 

ファイバの両端に光を入射することによってなされる，同じ光ファイバの二つの測定 

3.1.6 
構成（configuration） 

終端，接続及びスプライスのような部品又は素子の形状又は配置 

3.1.7 
エンサークルドフラックス，EF（encircled flux，EF） 

コアの光学中心からの動径方向距離の関数としての全出力パワーに対する累積近接場パワーの割合 
（出典：IEC 62614:2010 の 3.2） 

3.1.8 
基準グレード終端（reference-grade termination） 

厳しい公差の光ファイバを終端する，公差を厳しくしたコネクタ及びプラグで，当該アセンブリ 2 個を

かん（嵌）合することによって形成される接続の期待減衰量が標準グレードの終端よりも小さく，再現性

が高くなるようにしたもの 

注釈 1 低減された減衰量を保証するために必要とされるアダプタは，試験構成によって必要とされる

場合，基準グレード終端の一部であるとみなしてもよい。 

注釈 2 IEC 61755-6-2 は，50/125 μm 光ファイバの基準グレード終端を定義している。 

3.1.9 
コネクタ（connector） 

光ファイバ又はケーブルの頻繁な光学的相互接続/切断を提供するために，光ファイバケーブル又は試

験装置の一部に通常取り付けられる部品 
（出典：IEC TR 61931:1998 の 2.6.1 を変更。括弧内の用語，“光（optical）”及び“ファイバ（fibre）”

を，この用語から省略） 

3.1.10 
プラグ（plug） 

コネクタの雄部分 
(出典：IEC TR 61931:1998 の 2.6.2） 

3.1.11 
アダプタ（adapter） 

一つ又は二つのプラグが位置合わせされ挿入されるコネクタの雌部分 
(出典：IEC TR 61931:1998 の 2.6.4） 

3.1.12 
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ソケット型コネクタ（socket-style connector） 
位置合わせ機構を含むアダプタが，接続の一方の側でコネクタプラグと一体化され，永久的に取り付け

られているコネクタ 

注釈 1 例としては，多くの過酷な環境コネクタが挙げられる。 

3.1.13 
基準測定法，RTM（reference test method，RTM） 

規定の特性を，その特性の定義に従って厳密に測定し，正確で再現性があり，実用に適した結果を得る

ための試験方法 
(出典：IEC TR 61931:1998 の 2.8.1 から変更。括弧内の用語，“光ファイバ用（for optical fibres）”を，

この用語から省略） 

3.1.14 
代替測定法，ATM（alternative test method，ATM） 

特性の定義に合致した方法で所与の特性を測定し，再現性があり，基準測定法及び実用に適した結果を

与える試験方法 
(出典：IEC TR 61931:1998, 2.8.2 から変更。“（光ファイバの）実用的な試験方法［practical test method 

(for optical fibres)］”という代替用語を，この用語から省略） 

3.1.15 
測定バイアス（measurement bias） 

系統的な測定誤差の推定値 

注釈 1 系統誤差は，繰り返し測定において一定のまま，又は予測可能な方法で変化する測定誤差の構

成要素である。 
(出典：ISO/IEC Guide 99:2007 の 2.18 から変更。注釈 1 を追加） 

3.1.16 
基準面（reference plane） 

厚さ又は公差のない理論面 

注釈 1 基準面は，機械構造における空間を定義するために使用される。 
(出典：IEC 60050-581:2008 の 581-25-30） 

3.1.17 
チャネル（channel） 

任意の二つの特定用途機器を接続するエンドツーエンドの伝送路 
(出典：ISO/IEC 11801-1:2017 の 3.1.26） 

3.2 図記号 

様々な接続オプションに対して図 1 及び図 2 に示す図記号が IEC TR 61930 から採用されている。 

注記 1 図 1 b)及びこの規格の他の箇所では，ケーブル配線にアダプタがあらかじめ取り付けられてい

て，試験コードにアダプタがない場合，又はその逆の場合の方向性を示すために，プラグは異

なるサイズで表示されている。図 1 b)においては，左側のプラグにはアダプタがあらかじめ取

り付けられている。 

注記 2 附属書を含むこの規格の全ての図において使用されている場合には，基準グレード終端及びア

ダプタは，灰色で影をつけて示している。 
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注記 3 附属書 G で使用される簡略化された 2 ブロック接続を図 1 e)に示す。 

注記 4 附属書 H で使用される，ピン型から非ピン型及びソケット付き接続の簡易接続を図 1 f に示す。 

 

 

 

a) ソケット及びプラグのアセンブリ b) コネクタセット（プラグ，アダプタ及びプラグ） 

 

 

c) 光源 d) パワーメータ 

 

 

e) 一般的な接続 f) ピン型／非ピン型の接続 

記号説明 
a：  ソケット d：   プラグアダプタアセンブリに挿入されたプラグ 

b：  プラグ LS：  光源 

c：  プラグアダプタアセンブリ PM：  パワーメータ 

図 1－コネクタの図記号 

附属書 A～附属書 D 及び附属書 I の測定構成を示す図において，ループで示される被試験ケーブル配線

は，スプライス，コネクタ又は他の受動部品を含めてもよい。このケーブル配線の減衰量を測定する目的

に対しては，終端コネクタに関連する損失は，ケーブル配線自身によるものとは別に考慮されることに注

意する。 
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注記 ケーブル配線はあらかじめ取り付けられたアダプタとともに示され，それらの中に入るプラグは基準グレー

ド試験コードプラグに関連付けられる。 

図 2－被試験ケーブル配線の図記号 

3.3 略語 
ATM  代替試験方法 
BIMMF  低曲げ損失マルチモード光ファイバ 
EF  エンサークルドフラックス 
LSA  最小二乗近似 
LSPM  光源パワーメータ 
OTDR  オプティカルタイムドメインリフレクトメータ 
PM  パワーメータ 
RTM  基準測定法 

4 試験方法 

4.1 一般事項 

五つの試験方法が指定されている。五つの試験方法は，ケーブル設備への接続に試験コードを使用し，

次のように指定される。 

・ 1 コード法（附属書 A） 

・ 3 コード法（附属書 B） 

・ 2 コード法（附属書 C） 

・ 機器コード法（附属書 D） 

・ オプティカルタイムドメインリフレクトメータ（OTDR）法（附属書 E） 

はじめの四つの方法では，減衰量を測定するため，光源及びパワーメータ（LSPM）を使用して，被試験

ケーブル配線の入出力パワーレベルを測定する。これらの方法の機能上の主な違いは，基準パワーレベル

として知られる入力パワーレベルの測定方法であり，したがって，被試験ケーブル配線への接続に関連す

る減衰量，及びこれらの接続の関連する不確かさを含めるか又は除外するかである。入力パワーレベルを

測定するプロセスは，一般に，“基準パワーレベルの取得”，又は“正規化”と呼ばれる。 

1 コード法には，被試験ケーブル配線の両端の接続に関連する減衰量が含まれる。3 コード法は，被試験

ケーブル配線の両端の接続の減衰量を除外するように設計されている。2 コード法には，被試験ケーブル

配線のいずれかの接続に関連する減衰量が含まれる。 

機器コード法には，機器コードと固定ケーブルとの接続に関連する減衰量が含まれるが，機器に接続さ

れるコネクタに関連する減衰量は除く。 

伝送システムに対して指定される最大許容ケーブル配線減衰量（例えば，光パワーバジェット又はチャ

ネル減衰量）は，通常，伝送装置への接続を含まない。したがって，被試験ケーブル配線が伝送装置に直

接接続する場合は，（可能であれば）機器コード法を使用することが適切である。 

OTDR 法は，ケーブル配線に短い光インパルスを放射し，光ファイバに沿った伝ぱ（播）時間遅延又は

長さに応じた後方散乱パワーを測定する。この試験方法によって，敷設済みケーブル配線の減衰量，及び

コネクタ及び光ファイバケーブルの長さなどの個々のケーブル配線部品の減衰量の測定が可能になる。別
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途，基準測定を完了する必要はない。入射側コード及び出射側コードの要求事項は，附属書 E で定義され

ている。OTDR 法は，新しいケーブル設備の試運転に加えて，トラブルシューティング及び保守中の光フ

ァイバケーブル配線の試験に役立つ。これは，ケーブル設備が，あらゆる変更を強調することによって分

析可能な詳細なマップ（OTDR 波形）によって特徴付けられるからである。 

全ての方法に共通する試験装置，試験手順及び計算の全般的な要求事項は，箇条 6，7 及び 8 に示されて

いる。それぞれの手法に特有の要求事項は，附属書 A～附属書 E に記載されている。箇条 6 には，光コネ

クタ端面の清掃及び検査のような関連手順も含まれている。 

4.2 ケーブル配線構成及び適用可能な試験方法 

この規格は，敷設済みケーブル配線が，表 1 及び図 3～図 6 に示す四つの形態のいずれかをとることを

前提としている。ケーブル配線が，アダプタで終端される場合，試験コードは，プラグで終端しなければ

ならない。その逆も同様である。 

表 1－ケーブル配線構成 

構成  説明  減衰量が包含される終端接続数  

A 
ケーブル配線の両端に取り付けられたプラ

グ又はソケットに取り付けられたアダプタ  
2 

B 両端のプラグ  なし  

C 
ケーブル配線の一端がアダプタで終端さ

れ，他端がプラグで終端される，混合型  
1（アダプタで終端）  

D 機器コードを利用した両端のプラグ  なし  

 

ケーブル配線を測定するために使用される試験方法の違いは，ケーブル配線構成に依存する。例えば，

一般的なケーブル配線構成は，ケーブル配線の両端（例えばパッチパネル内）にアダプタ又はソケットを

配置し，機器コードを使用して電子機器への接続を待機する構成である。これは構成 A に相当する。この

場合，ケーブル配線の両端コネクタに関連する減衰量を含めるために，1 コード法が使用される。他の例

は，頑丈なピグテールが，主ケーブル配線の両端に接続されており，ピグテールのコネクタが伝送装置に

直接接続されるケーブル配線構成である。これは，構成 B に相当する。この場合，端のプラグ接続の減衰

量を除外するために，3 コード法が使用される。さらなる例は，機器コードが，ケーブル配線の両端に設

置され，電子機器への接続を待機しているケーブル配線構成である。これは，構成 D に相当する。この場

合，端のプラグの接続の減衰量を除外するために，機器コード法（又は，実用的でない場合は，3 コード

法）が使用される。 

表 2 に示すように，ケーブル配線構成によって適した試験方法が定義される。基準測定法（RTM）は，

最高の測定精度を提供する。代替測定法（ATM）は，特定の状況又は他の国際規格で必要となる場合があ

るが，基準測定法と比較して測定精度が低下することがある。別段の合意がない限り，論争の解決は，6.3，
6.4，6.5，及び 6.9 に記載されているように，該当する基準グレードの終端及びアダプタと併せて，適切な

RTM を採用しなければならない。 

 

表 2－試験法及び構成 
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構成  RTM ATM 

A 附属書 A（1 コード）  附属書 B（3 コード），附属書 E（OTDR），附属書 C（2 コード）  

B 附属書 B（3 コード）  附属書 E（OTDR）  

C 附属書 C（2 コード）  附属書 B（3 コード），附属書 E（OTDR）  

D 附属書 D（機器コード）  附属書 B（3 コード），附属書 E（OTDR）  

図 3～図 6 は，LSPM 試験機器を使用した被試験ケーブル配線の基準面を示している。関連する結果及

び不確かさの考察については，I.4 に記載されている例とともに，Ⅰ.1 に記載されている。同じ基準面が，

OTDR 試験機器にも適用される（図 2～図 5 では，OTDR が LS に置き換わり，PM は存在しない。）。関連

する結果及び不確かさの考察は，附属書 I に記載されている。 

 

記号説明 

 

 

 

図 3－1 コード法で試験した構成 A の基準面 

 

記号説明 
LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

C：   被試験ケーブル配線  1, 2：  コネクタセット  

図 4－3 コード法で試験した構成 B の基準面 

LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

C：   被試験ケーブル配線  1, 2：  コネクタセット  
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記号説明 
LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

C：   被試験ケーブル配線  1, 2：  コネクタセット  

図 5－2 コード法で試験した構成 C の基準面 

 

記号説明 
LS：  光源  EC1：   機器の入射側コード  

TC1：  入射側コード  PM：   パワーメータ  

C：   被試験ケーブル配線  EC2：   機器の受信コード  

 1, 2, 3：   コネクタセット  

図 6－EC（機器コード）法で試験した構成 D の基準面 

5 不確かさの概要 

5.1 一般事項 

測定の不確かさは，IEC TR 61282-14 の計算によって決定することが望ましい。 

計算用スプレッドシートが提供されていても，考慮されるパラメータの量が多いため，この完全な計算

は比較的複雑である。5.2～5.5 は，この計算に代替するものである。 

5.2 重要な不確かさの要因 
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一般的な条件では，IEC TR 61282-14 を使用して算出すると，不確かさの重要な要因は，入射状況，光

源の不安定性，光源の波長，測定法依存，及びコネクタかん（嵌）合の再現性などによって発生するもの

に限定されることを示している。 

測定分解能，PM(パワーメータ）直線性など，他の不確かさ源はそれほど重要ではなく，不確かさの蓄

積が二乗和であるため，測定に影響しない。 

5.3 PM の考慮 

パワーメータには，入射光全体を捉えるのに十分な大きさの検出器が必要である。このようにして，受

信コードをパワーメータに接続することに伴う減衰量及び不確かさは最小限である。 

5.4 試験コードのコネクタグレードの考慮 

試験コードは，基準グレード又は標準グレードであることがあり，この場合，二つの測定状態を考慮す

る必要がある。試験コードに基準グレードのコネクタを使用すると，測定バイアスが発生することを考慮

しなければならないが，測定不確かさが低下する。標準等グレードのコネクタでは測定バイアスは生じな

いが，測定の不確かさが高くなり，実際の減衰量測定値を超えることがある（表 3 を参照）。 

 

表 3－試験コードコネクタのグレードに関連する測定バイアス 

試験コードの終端

グレード  
ケーブル配線及び機器コ

ードの終端グレード  
測定バイアス  不確かさの総量  

MM 基準グレード  MM 標準グレード  

事例の測定のほとんど

は，構成 B を除いて楽観

的である（表 I.1 を参

照）。  

IEC TR 61282-14 の既定

値を使用して推定可能で

ある。  

MM 標準グレード  MM 標準グレード  なし  

不確かさの値は，IEC TR 
61282-14 の既定値を使用

して推定された値よりも

高くなっている（表 4 を

参照）  

 

5.5 典型的な不確かさの値 

典型的な不確かさの値は，IEC TR 61282-14 を用い，次の条件下で算出した: 

・ PM：PM1 台だけを使用。 

・ グレード B の標準グレードのコネクタを使用。 

・ 光源中心波長：IEC 61280-1-3: 850 nm ± 25 nm を参照。 

・ ±0.10 dB の(k = 2）の光源安定性。 

・ 光源レベル：-20 dBm (0.01 mW）。 

・ 光ファイバ：IEC 60793-2-10 サブカテゴリ A1-OMxa。 

計算結果は，測定結果及び適合性評価の報告に使用することが可能である。 

表 4 は，この規格の異なるテスト方法及び異なる試験コードコネクタのグレードを使用した場合の，ケ
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ーブル長及び減衰量の選択に関する計算の結果を示している。 

 

表 4－850 nm における減衰量に対する不確かさ 
 

基準グレードのコネクタを備えた試験コ

ードを使用した場合の 95 ％の不確かさ

の値  
dB 

標準グレードのコネクタを備えた試験コー

ドを使用した場合の 95 ％の不確かさの値  
dB 

測定され

たケーブ

ル配線の

減衰量  
dB 

附属書 A 

（1 コード）

附属書 C 

（2 コード）  

附属書 B 

（3 コード）  

附属書 A 

（1 コード）  

附属書 C 

（2 コード）  

附属書 B 

（3 コード）  

0.5 0.25 0.28 0.31 1.24 1.52 1.75 

1.0 0.25 0.28 0.31 1.24 1.52 1.75 

1.5 0.27 0.30 0.32 1.25 1.52 1.76 

2.0 0.30 0.32 0.35 1.25 1.53 1.76 

2.5 0.34 0.36 0.38 1.26 1.53 1.76 

3.0 0.39 0.40 0.42 1.27 1.54 1.77 

3.5 0.44 0.45 0.46 1.28 1.55 1.78 

不確かさが測定された減衰量より大きい場合，測定値は意味がないか，不確かさとして考慮するのがよい。 

基準グレード及び標準グレードのコネクタを規定する IEC 規格については附属書 I を参照。  

この表の目的上，光ファイバの減衰量は，全減衰量の 23.5 %を表している。  

6 試験装置 

6.1 一般事項 

特定の試験法に特有の試験装置の要求事項は，附属書 A～附属書 E に記載されている。LSPM 法の試験

装置に共通する要求事項の幾つかは，箇条 6 に含まれている。 

6.2 光源 

6.2.1 安定性 

光源の性能は，入射側コードの出力において定義される。これは，適切な放射源，通常はレーザ又は発

光ダイオードからの出力を入射側コードに伝達することによって達成される。使用する光源は，測定手順

全般にわたり，位置，波長及びパワーが安定していなければならない。通常，不確かさを最小限に抑える

ため，パワー安定性は，±0.05 dB であるのがよい。 

6.2.2 スペクトル特性（LSPM 測定） 

光源のスペクトル幅は，IEC 61280-1-3 に従って測定した場合，表 5 の要求事項を満足しなければならな

い。これらの要求事項は，LED 装置と互換性がある。 
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表 5－スペクトル要求事項 

中心波長  

nm 

実効スペクトル幅範囲  

nm 

850 ± 25 10a)～38 

1 280 ～1 330 10a)～75 

注 a) スペクトル幅範囲は，LSPM 法だけに適用される。 

 

6.3 入射側コード 

OTDR 法を除き，入射側コードの長さは，2 m～10 m でなければならない。OTDR の入射側コードの長

さについては，附属書 E を参照。 

附属書 F の入射側コードから放出される近接場プロファイルに関する要求事項を，満たさなければなら

ない。要求される励振条件は，光源内部に適切な機器を含めることによって，又は入射側コード上，若し

くは直列にモード制御装置若しくは調整装置を適用することによって，達成することが可能である。 

入射側コードを終端するコネクタ及びアダプタは，ケーブル配線と互換性があるものでなければならず，

測定結果の不確かさを最小限に抑えるために，基準グレードのものであることが望ましい。 

この規格がサポートする光ファイバは，IEC 60793-2-10 において， A1-OMx として定義され，ここで，

x = 2，3，4 及び 5（例: A1-OM3）は，次のサブカテゴリを意味する。 

・ A1-OM1（62.5/125 μm） 

・ A1-OM2（レガシー50/125 μm） 

・ A1-OM3（レーザに最適化された，第一世代の 50/125 μm） 

・ A1-OM4（レーザに最適化された，第二世代の 50/125 μm） 

・ A1-OM5（広帯域 50/125 μm） 

A1-OMx 光ファイバは，次のように更に細分化される: 

・ A1-OMxa。ここで，x は 2～5 の間の数値である（従来のマクロベンドロスの性能レベルの指定）。 

・ A1-OMxb。ここで，x は 2～5 の間の数値である（拡張マクロベンドロス性能レベルの指定－ BIMMF 
と呼ばれる。）。 

被試験ケーブル配線との接続部における入射側コード内の光ファイバは，被試験ケーブル配線内の光フ

ァイバと同一の公称ファイバコア径でなければならない。 

A1-OMxa 又は A1-OMxb 光ファイバの LSPM 試験を行う場合，入射側コードには，一部の A1-OMxa 又

は A1-OMxb (BIMMF)の光ファイバを含めることが可能である。 

試験コードを選択する際は，さらに注意が必要である。機器によっては，必要なエンサークルドフラッ

クスを入射するために，入射側コードを光源に適合させる必要がある。 

6.4 受信コード又は出射側コード 

OTDR 法を除き，受信コードの長さは，2 m～10 m でなければならない。OTDR の受信コードの長さに

ついては，附属書 E を参照。 
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受信コードを終端するコネクタ及びアダプタは，ケーブル配線と互換性があるものでなければならず，

測定結果の不確かさを最小限にするために，基準グレードのものであることが望ましい。 

パワーメータへの接続部における受信コードの終端は，パワーメータの終端と互換性がなければならな

い。 

双方向試験が実施される場合，出射側コードは入射側コードとなり（附属書 G 参照），6.3 に適合してい

なければならない。 

6.3 を参照して， 

－ 被試験ケーブル配線との接続部の受信又は出射側コード内の光ファイバは，被試験ケーブル配線内の

光ファイバと同じ公称ファイバコアサイズでなければならない。 

－ A1-OMxa 又は A1-OMxb 光ファイバの LSPM 試験を行う場合，受信コードには，一部の A1-OMxa 又

は A1-OMxb（BIMMF）の光ファイバを含めることが可能である。 

6.5 代替コード 

代替コードを終端するコネクタ及びアダプタは，ケーブル配線と互換性があるものでなければならず，

測定結果の不確かさを最小限に抑えるために，基準グレードのものであることが望ましい。代替コードの

長さは 2 m～10 m でなければならない。 

6.3 を参照して， 

－ 代替コード内の光ファイバは，被試験ケーブル配線内の光ファイバと同じ公称ファイバコアサイズで

なければならない。 

－ A1-OMxa 又は A1-OMxb 光ファイバの LSPM 試験を行う場合，代替コードには，一部の A1-OMxa 又

は A1-OMxb（BIMMF）の光ファイバを含めることが可能である。 

6.6 パワーメータ － LSPM 法だけ 

パワーメータは，ケーブル配線に送り出されるパワーを考慮して，ケーブル配線に通常関連するパワー

の範囲を測定できなければならない。パワーメータは，JIS C 6186 の校正要求事項を満たさなければなら

ない。パワーメータは，光ファイバから入ってきたパワーを全て補足するのに十分なサイズの検出面をも

っていなければならない。ピグテイルが使用される場合，ピグテイル付き光ファイバは，試験コードから

生じる全てのパワーを捕捉するのに十分な大きさでなければならない。 

6.7 OTDR 試験装置 

図 7 は，簡単な取付け点で示される OTDR 装置の構成図である。附属書 E には，入射側コードの長さ及

び OTDR 測定に関連する他の側面に関する幾つかのより詳細な要求事項がある。6.1 の他の要求事項が適

用される。 

高精度で再現可能な測定を行うには，コヒーレンスモード雑音の影響を最小限に抑えるために，スプリ

ッタの前後いずれかに，IEC 61280-1-4 に記載されている光ファイバ加振器と機能的に同等のスペックル

スクランブラを使用することが望ましい。 
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記号説明 

PG：  パルス発生器  

LD：  レーザダイオード  

OS：  光スプリッタ  

SS：  スペックルスクランブラ（任意）  

FC：  フロントパネルコネクタ  

APD：  アバランシェフォトダイオード  

AC：  増幅器及び変換器  

SP：  信号処理器  

CD：  制御・表示器  

図 7－OTDR の構成 

6.8 コネクタ端面清掃及び検査装置 

清掃装置(装置，材料及び物質を含む。)及び清掃方法は，コネクタを清掃するために適切なものを選ば

なければならない。IEC TR 62627-01 では，コネクタ端面に適した清掃道具と清掃方法とを推奨している。

特定の機器及び清掃方法の適合性について疑義がある場合は，コネクタ供給業者の指示を仰がなければな

ければならない。 

IEC 61300-3-35 に適合する低分解能顕微鏡を使用して，IEC 61300-3-35 に基づき試験コネクタの端面を

検査しなければならない。コネクタと互換性のあるアダプタを備えた顕微鏡が必要とされる。 

6.9 アダプタ 

必要に応じて，アダプタは，使用されるコネクタ型と互換性がなければならず，基準グレードの終端に

要求される性能を達成できるものでなければならない。円筒形のフェルール付きコネクタには，アダプタ

内含まれるジルコニア（セラミック）スリーブを使用するのがよい。 

7 試験手順 

7.1 一般事項 

各測定法に固有の試験手順要求事項は，附属書 A～附属書 E に記載されている。 

LSPM 法では，ケーブル配線を測定する前に基準測定を行う必要がある。試験を開始する前に，機器を
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評価し，基準測定をどの程度の頻度で取得するべきかを確認することが望ましい。一般的に，装置が 0.1 
dB 以上ドリフトする前にこの確認を行うことが望ましい。試験環境（特に，温度）は，測定基準の再取得

の頻度に影響を与える場合がある。 

製造業者の推奨事項に従い，光源の安定化に十分な時間をとる。 

7.2 共通試験手順 

7.2.1 試験コードの管理 

試験コードの端部には，IEC 61300-3-35 に従ってほこり又は汚れがあってはならない。汚染が認められ

た場合は，6.8 の機器及び方法を使用して清掃する。 

試験コードを使用しないときは，端部をキャップして，最小曲げ直径よりも大きい直径で，ねじれなく

巻いた状態で保管することが望ましい。 

試験を開始する前に，附属書 H の手順に従って使用する全ての試験コードについて光性能を確認する。 

7.2.2 基準測定の実施（LSPM 法だけ） 

基準試験コードからの出力パワーを測定する。 

7.2.3 ケーブル配線のファイバ端面の点検及び清掃 

ケーブル配線の端面は，かん（嵌）合する度に接続前に，IEC 61300-3-35 に従って検査するのがよい。 

ケーブル配線の端面は汚染があってはならない。汚染が認められた場合は，6.8 の機器及び方法を使用し

てコネクタ端面を清掃して検査しなければならない。 

7.2.4 測定の実施 

これは，次を含むケーブル配線内の各々の光ファイバに対する反復的なプロセスである。 

・ 入射側コード及び受信コード又は出射側コードへ個々のファイバを取り付ける。 

・ 各波長で測定を完了する。 

・ 結果を保存又は記録する。 

注記 LSPM 法では，光損失試験セット（ワンボックスタイプ LSPM）が使用できない場合は，パワー

メータ及び受信側試験コードがケーブル配線の遠端に移動されるか，第 2 のパワーメータ及び受

信側試験コードが使用される。 

7.2.5 計算の実施 

箇条 8 に従い，基準測定値と試験測定値との差分を計算し，最終結果を他の情報とともに記録する。 

7.2.6 デュプレックス及び双方向試験 

各試験方法は，一度に一つの光ファイバが，測定されている場合について書かれている。2 芯コネクタ

で 2 本のファイバを同時に測定する場合，それぞれのインタフェースの要求事項は，それが単一のコネク

タであるかのように満たされなければならない。双方向測定が必要な場合は，被試験ケーブルのもう一方

の端に入射して手順を繰り返す。 
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7.3 校正 

パワーメータ及び OTDR 装置は，それぞれ，JIS C 6185-3 及び JIS C 6186 に従って校正されなければな

らない。 

使用する装置は，適用される品質システムに従って，試験が実施される期間中有効な校正証明書をもた

なければならない。 

7.4 安全性 

光ファイバ通信システムで実施される全ての試験，又は試験セット内のレーザ又は LED を使用する全

ての試験は，IEC 60825-2 に適合した安全予防措置を講じて実施しなければならない。 

注記 マルチモード光ファイバケーブル配線をテストするための LSPM で使用される光源は，通常，安

全であると考えられる。OTDR に使用される光源は，通常，クラス 1 の製品である。クラス 1 レ

ーザー製品は，合理的に予見できる状況下では安全である。 

8 計算 

各測定方法の計算を，それぞれの附属書に示す。 

9 測定に係る文書及び記録 

9.1 各試験の情報 

・ 試験手順及び手法 

・ 測定結果 

－ 減衰量（dB） 

－ OTDR トレース，イベント及び区間解析テーブル（OTDR 法だけ，双方向測定が行われた場合は両

方向から） 

－ 波長（nm） 

－ 光ファイバの種類 

－ 終端の位置 

－ 光ファイバ識別名 

－ ケーブル識別名 

・ 試験日 

9.2 提供される情報 

・ 光源のスペクトル特性の詳細 

・ 基準パワーレベル（dBm）（LSPM 法だけ） 

・ 校正記録 

・ 6.3 に従い，必要な入射条件での適合性を示す情報 

・ 測定に使用する試験コードの詳細。次を含んでいる。 

－ 試験コードコネクタの性能グレード（基準グレード又は標準グレード） 
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－ 試験コード OMx のファイバの性能グレード 

－ 試験コードのファイバが，BIMMF（OMxb）か否（OMxa）か 

－ 試験コードの長さ 
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附属書 A 
（規定） 

1 コード法 

A.1 試験法の適用 

1 コード法の測定は，被試験ケーブル配線への両方の接続の減衰量を含む。これは，構成 A（4.2 参照）

の敷設済みケーブル配線設備の測定のための RTM である。 

A.2 試験装置 

光源，パワーメータ，入射側及び受信コードは，箇条 6 に従わなければならない。 

これは，一つの（入射側）試験コードだけを基準測定に使用するため，1 コード法と呼ばれる。測定を

行うには受信コードも必要である。 

この方法は，入射側コードを基準測定用のパワーメータに直接取り付ける必要がある。 

この方法はまた，次の内容を前提とする。 

・ パワーメータのコネクタは，入射側コードを接続する被試験ケーブル配線のコネクタと互換性がある。

必要に応じて，測定の不確かさが増加しないアダプタをパワーメータに取り付けてもよい。測定の不

確かさが増加することを認識して，代替の方法（附属書 B）を使用してもよい。 

・ 基準測定と試験測定との間，入射側コードを光源から切り離さない。試験機器の設計又は被試験ケー

ブル配線の設計のいずれかの制約によって切り離さざるを得ない場合，測定の不確かさが増加するこ

とを認識して，代替の方法（附属書 B）を使用してもよい。 

A.3 試験手順 

・ 図 A.1 に示すように，光源とパワーメータとを入射側コード（TC1）で接続する。 

・ 測定された光パワーP1（基準パワー測定）を記録する。 

・ パワーメータを TC1 から取り外す。 

－ 基準測定を繰り返さないのであれば，TC1 を光源から切り離さない。 

・ 受信コード（TC2）にパワーメータを接続する。 

・ TC1 及び TC2 を，図 A.2 に示す被試験ケーブル配線に接続する。 

・ 測定された光パワーP2（試験パワー測定）を記録する。 
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記号説明 
LS：  光源  

TC1：  入射側コード  

PM：  パワーメータ  

図 A.1－基準測定 

 

記号説明 
LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

C：   被試験ケーブル配線  1, 2：  コネクタセット  

図 A.2－試験測定 

A.4 計算 

減衰量 A は，次式で与えられる。 
 A = 10 log(P1/P2)（dB）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(A.1) 

A.5 報告された減衰量の構成要素 

減衰要素は，図 A.1 及び図 A.2 に示される。これらは，ケーブル配線の減衰量 AC 及びデシベル（dB）単

位の様々な接続減衰量値である。報告された減衰量 A は，次のとおりである。 

 A = A1 + A2 + AC ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(A.2) 

この方法によって報告された結果と他の LSPM 法との間の差異を，箇条 I.1 に示す。 
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附属書 B 
（規定） 

3 コード法 

B.1 試験法の適用 

3 コード法は，被試験ケーブル配線への両方の接続の減衰量を除外するように設計されている。それは，

構成 B（4.2 を参照）の敷設済みケーブル配線設備の測定のための RTM であり，特定の状況において，又

は外部標準の指示に従って，附属書 A 及び附属書 C に規定された試験方法の代わりに使用してもよい。 

B.2 試験装置 

光源，パワーメータ，及び全ての試験コードは，箇条 6 に従わなければならない。3 本の試験コードを

使用する。これらのコード間の接続の減衰量値は，この測定の不確かさにとって重要である。 

B.3 試験手順 

・ 図 B.1 に示すように，入射側コード（TC1）と受信コード（TC2）とを光源及びパワーメータに接続す

る。 

・ TC1 と TC2 との間に，置換コード（TC3）を接続する。 

・ 測定された光パワーP1（基準パワー測定）を記録する。 

－ 基準測定を繰り返さないのであれば，TC1 を光源から，TC2 をパワーメータから切り離さない。 

・ 図 B.2 に示すように，（アダプタを TC1 及び TC2 に取り付けたまま）置換コードを被試験ケーブル配

線に取り換える。 

・ 測定された光パワーP2（試験パワー測定）を記録する。 

 

記号説明 
LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM ：  パワーメータ  

TC3：  置換コード  3, 4：  コネクタセット  

図 B.1－基準測定 
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記号説明 
LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

C：   被試験ケーブル配線  1, 2：  コネクタセット  

図 B.2－試験測定 

B.4 計算 

減衰量 A は，次式で与えられる。 

 A = 10 log(P1/P2)（dB） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(B.1) 

B.5 報告された減衰量の構成要素 

減衰要素は図 B.1 及び図 B.2 に示されている。これらは，ケーブル配線の減衰量値 AC 及び dB 単位の様

々な接続減衰量値である。報告された減衰量 A は，次のとおりである。 

 A = A1 + A2 + Ac - A3 - A4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(B.2) 

A3 及び A4 は，基準試験セットアップにおける接続の減衰量値であり，共に，無視できる TC3 の長さ分

の減衰量を含む。 

この方法によって報告された結果と他の LSPM 法との間の差異を I.1 に示す。 
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附属書 C 
（規定） 

2 コード法 

C.1 試験法の適用 

2 コード法に対しては，二つの変形がある。図 C.2 は，一方の端部がプラグアダプタアセンブリで終端

され，他方の端部がプラグで終端される場合の設定を示す。それは，被試験ケーブル配線への接続の一つ

の減衰量を含む。これは，構成 C の敷設済みケーブル配線設備の測定のための RTM である（4.2 参照）。 

図 C.3 は，両端がソケット又はピンありで，入射側コードコネクタがパワーメータと互換性がない場合

のセットアップを示している。それは，被試験ケーブル配線への両方の接続の減衰量を含む。これは，構

成 A（4.2 参照）の敷設済みケーブル配線設備の代替測定法である。 

C.2 試験装置 

光源，パワーメータ，及び全ての試験コードは，箇条 6 に従わなければならない。 

C.3 試験手順 

・ 図 C.1 に示すように，入射側コード（TC1）及び受信コード（TC2）を光源及びパワーメータに接続し，

互いに接続する。 

・ 測定された光パワーP1（基準パワー測定）を記録する。 

・ TC1 と TC2 とを切り離す。 

－ 基準測定を繰り返さないのであれば，TC1 を光源から，TC2 をパワーメータから切り離さない。 

・ いずれかを挿入する。 

－ 図 C.2 に示す被試験ケーブル配線 

－ 図 C.3 に示す，アダプタコード AC 及び被試験ケーブル配線 

・ 測定された光パワーP2 （試験パワー測定）を記録する。 

 

記号説明 
LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

 3：   コネクタセット  

図 C.1－基準測定 
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記号説明 
LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

C：   被試験ケーブル配線  1, 2：  コネクタセット  

図 C.2－試験測定 

 

記号説明 
LS：  光源  AC：  アダプタコード  

TC1 ：  入射側コード  TC2：  受信コード  

C ：  被試験ケーブル配線  PM ：  パワーメータ  

 1, 2, 4：  コネクタセット  

アダプタコードの減衰量は，無視できなければならない。 

図 C.3－プラグソケット型コネクタの試験測定 

C.4 計算 

減衰量 A は，次式で与えられる。 

 A = 10 log(P1/P2)（dB） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.1) 

C.5 報告された減衰量の構成要素 

減衰要素は，図 C.1～図 C.3 に示されている。これらは，ケーブル配線の減衰量 AC 及びデシベル単位の

様々な接続損失である。 

図 C.2 のケースでは，報告された減衰量 A は次のようになる。 

 A = A1+A2+Ac-A3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.2) 



24 
C 61280-4-1：0000 (IEC 61280-4-1：2019＋Amd 1：2021) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

図 C.3 のケースでは，報告された減衰量 A は次のようになる。 

 A = A1+A2+ Ac + A4-A3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(C.3) 

この方法によって報告された結果と他の LSPM 法との間の差異を I.1 に示す。 
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附属書 D 
（規定） 

機器コード法 

D.1 試験法の適用 

機器コード法は，被試験ケーブル配線の減衰量，被試験ケーブル配線への機器コード接続の減衰量，及

び機器コードの 1 本（図 D.2 の EC2）における光ファイバの減衰量を直接測定する。機器への機器コード

接続減衰量は含まれない。これは，構成 D の敷設済みケーブル配線設備を測定するための RTM である。

機器コード法は，試験中に両方の機器コードが存在し，動作前に交換されない場合にだけ適している。機

器コード内の光ファイバの減衰量は，機器コードが短い場合には無視可能である。 

D.2 試験装置 

光源，パワーメータ，及び全ての試験コードは，箇条 6 に従わなければならない。基準測定を行う際に，

顧客の機器のコードを使用するため，これを機器コード法と呼ぶ。二つ目の顧客の（受信）コードも，測

定の一部として必要である。試験コード及び顧客のコードの性能は，試験を開始する前に確認されること

が望ましい。これは，試験コード，受信コード，又は顧客のコードを入射側コードに接続し，接続の減衰

量を測定することによって行われる。詳しくは附属書 H を参照。 

この試験方法では，基準測定のために，光源とパワーメータとの間に，入射側コード及び顧客機器のコ

ードを直列に接続する必要がある。 

この方法では，次のことも前提としている。 

・ パワーメータのコネクタは，図 D.1 の機器コード EC1 が接続されている被試験ケーブル配線と互換性

がある。必要に応じて，測定の不確かさが増加しないアダプタをパワーメータに取り付けてもよい。 

・ 基準測定と試験測定との間，入射側コードを光源から切り離さない。 

D.3 試験手順 

・ 図 D.1 に示すように，光源及びパワーメータを入射側コード（TC1）及び機器コード（EC1）で接続す

る。 

・ 測定された光パワーP1（基準パワー測定）を記録する。 

・ パワーメータを EC1 から取り外す。 

－ 基準測定を繰り返さないのであれば，TC1 を光源から切り離さない。 

・ パワーメータを機器の受信コード（EC2）に接続する。 

・ 図 D.2 に示すように，TC1/EC1 及び EC2 を被試験ケーブル配線に接続する。 

・ 測定された光パワーP2（試験パワー測定）を記録する。 
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記号説明 
LS：  光源   

TC1 ：  入射側コード   

EC1：  機器入射側コード   

PM：  パワーメータ   

3：   コネクタセット   

図 D.1－基準測定 

 

記号説明 
LS：  光源  EC1：  機器入射側コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

C：   被試験ケーブル配線  EC2：   機器受信コード  

 1, 2, 3：   コネクタセット  

図 D.2－試験測定 

D.4 計算 

減衰量 A は，次式で与えられる。 
 A = 10 log(P1/P2)（dB） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(D.1) 

D.5 報告された減衰量の構成要素 

減衰要素は，図 D.1 及び図 D.2 に示されている。これらは，ケーブル配線の減衰量 AC 及びデシベル単位

の様々な接続減衰量値である。報告された減衰量 A は次のとおりである。 

 A = A1 + A2 + AC  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(D.2) 

注記 機器コード 2 及びケーブル配線の光ファイバだけが減衰測定に含まれるが，機器コード 1 の光フ

ァイバは，既に基準測定に含まれている。 
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この方法によって報告された結果と他の LSPM 法との間の差異を，附属書 I に示す。 

D.6 典型的な不確かさの値 

典型的な不確かさの値は，IEC TR 61282-14 を用い，次の条件下で算出した。 

・ PM：PM を 1 台だけ使用 

・ 光源中心波長：850 nm ± 25 nm。IEC 61280-1-3 を参照 

・ 光源レベル：－20 dBm (0.01 mW） 

・ 光ファイバ：IEC 60793-2-10 サブカテゴリ A1-OMxa 

計算結果は，測定結果及び適合性評価の報告に使用することが可能である。 

表 D.1 は，この規格の異なるテスト方法及び異なる試験コードコネクタグレードを使用した場合の，ケ

ーブル長及び減衰量の選択に関する計算の結果を再現している。 

 

表 D.1－850 nm における特定の減衰量に対する不確かさ 

 
基準グレードのコネクタを備えた試験コー

ドを使用した場合の 95 %の不確かさの値  

dB 

標準グレードのコネクタを備えた試験コ

ードを使用した場合の 95 %の不確かさの

値  

dB 

測定されたケーブ

ル配線の減衰量  

dB 

附属書 D 

（機器コード）  

附属書 D 

（機器コード）  

0.5 0.17 0.17 

1.0 0.17 0.17 

1.5 0.21 0.21 

2.0 0.26 0.26 

2.5 0.31 0.31 

3.0 0.37 0.37 

3.5 0.43 0.43 
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附属書 E 
（規定） 

オプティカルタイムドメインリフレクトメータ 

E.1 試験法の適用 

OTDR 法の測定には，被試験ケーブル配線への両方の接続の減衰が含まれる。これは，構成 A，B，C 及

び D（4.2 を参照）の敷設済みケーブル配線設備の測定のための ATM であり，特定の状況又は外部規格に

よる指示によって，附属書 A，附属書 B，附属書 C 及び附属書 D で指定された試験方法の代わりに使用し

てもよい。 

双方向測定（G.6 を参照）が指定されると，附属書 E 内の手順が繰り返されるが，被試験ケーブル配線

の反対側の端から，入射側コードと出射側コードとを被試験ケーブル配線から切り離さずに行う。 

E.2 試験装置 

E.2.1 一般事項 

OTDR，試験コード及びアダプタは，敷設済みケーブル配線の減衰量，及び長さ測定を行うために必要

である。OTDR 装置の概略図については，6.7 を参照。 

試験のセットアップは，入射側コード及び出射側コードを必要とする。試験コードのコネクタ（入射側

及び出射側）及びケーブル配線に関連する反射率は最小限に抑えることが望ましい。 

コネクタの研磨端面間に，屈折率整合液又はゲルを使用してはならない。 

出射側コードを使用すると，遠端部接続の減衰量を測定できるため，ケーブル配線部分全体の減衰量を

測定することが可能である。出射側コードを使用しない場合，遠端コネクタに関する情報は得られない。

実際，遠端の近くに破断があるか，又は光ファイバがどこかで不正確に接続されている可能性があるので，

光ファイバの連続性さえも保証されない。 

E.2.2 OTDR 

OTDR は，通常 2 000 m までの長さの測定を十分な信号対雑音比で実現できるような，パルス幅及び平

均化時間の範囲をサポートできなければならない。 

OTDR は，標準コネクタに従い（すなわち 35 dB の反射減衰量），短いパルス幅（< 10 ns）を使い，8 m
未満の減衰量デッドゾーン（G.2.4 参照）をもつことが望ましい。 

OTDR の入射側コードの端部から発せられる光の近接場プロファイルは，附属書 F の要求事項を満たさ

なければならない。 

E.2.3 試験コード 

入射側コード及び出射側コードの光ファイバの種類は，クラッド光が除去されるように被覆されたもの

でなければならない。入射側コード及び出射側コードの両方の長さは，被測定光ファイバの特定の長さに

対して選択されたパルス幅によって作られるデッドゾーンよりも長くなければならない。OTDR 装置のサ
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プライヤは，長さを推奨することが望ましい。さらに，これらの長さは，標準コネクタの反射率による減

衰量デッドゾーンに続く後方散乱トレースを信頼性の高い線形回帰をするために十分でなければならない。 

他の情報がない場合，入射側コード及び出射側コードの最小長さは，それらの戻り遅延が OTDR のパル

ス幅に適切な係数を乗じたものに等しくなるように決定してもよい。例えば，典型的なパルス幅 20 ns に

係数 50 を乗じると 1 000 ns の戻り遅延が得られ，これは入射側コード及び出射側コードの長さ 100 m に

相当する。 

次の推奨事項を，試験コードの準備に適用する。 

・ 曲げによる減衰量は最小限に抑えることが望ましい。これを行うために，非 BIMMF を使用する場合

は，最小半径を 45 mm とする。 

・ OTDR への取付けに適したコネクタで，コードの一端を終端する。 

・ 6.3 に従ってもう一方の端で終端する。 

・ コードに使用する光ファイバは保護されることが望ましい。これは，コードの長さの大部分を容器に

封入するか，又は完全に堅ろう（牢）な試験コードを使用することによって行ってもよい。OTDR と

被試験ケーブル配線とを接続するために，適切な長さの保護された（例えば，ストレインリリーフ付

きの 3 mm 外側被覆）光ファイバ長のコードを容器の外に延ばすのがよい。 

E.3 試験手順（試験法） 

・ 図 E.1 に示すように試験コードと OTDR 源とを接続する。 

・ 次のルールを使用して OTDR を設定する。 

－ 効果的な分析を可能とするために，十分に滑らかな（すなわち，十分な信号対雑音比をもつ。）トレ

ースを妥当な時間スケールで取得するために，可能な限り短いパルス幅を選択することが望ましい。 

・ OTDR の設定については，附属書 G を参照。 

・ 適切な波長を選択する。 

・ 後方散乱トレースを記録する。 
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記号説明 
OTDR：  オプティカルタイムドメインリフレクトメータ  

LC：  入射側コード  

C：   被試験ケーブル配線  

TC：  出射側コード  

1, 2：  コネクタセット  

注記 使用時，基準グレード終端及びアダプタは，灰色で影をつけて示している。 

図 E.1－OTDR 法 

図 E.1 は，プラグアダプタアセンブリで終端されるケーブル配線のセットアップを示している。対応す

る基準グレードのコネクタが同じ点で使用されるならば，他の構成も同等である。 

E.4 計算 

E.4.1 一般事項 

減衰量は，次式によって与えられる。 

 （dB） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(E.1) 

ここで，F1 及び F2 は，被試験ケーブル配線の入出力ポートのパワー表示値である（図 E.3 参照）。 

注記 OTDR の縦目盛は，受信パワーの常用対数の 5 倍に一定のずれを加えたものを表示する。OTDR
の横目盛は，光ファイバに沿った距離を表示する。これは，往復の測定遅延時間を 2 で除し，光

ファイバコアの実効群屈折率によって定義される光ファイバ内の光速度で除算することによって

計算される。 

E.4.2 接続位置 

被試験ケーブル配線の二つの接続は，二つのコネクタを表す二つのピークの前の曲率変化に位置してい

る。 

図 E.2 は，典型的なトレース上のコネクタの位置を示す。 

1 2A F F 
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記号説明 
OTDR：  オプティカルタイムドメインリフレ

クトメータ  
F：   反射パワーレベル  

LC：  入射側コード  L1，L2：  ケーブル配線接続ポートの位置  

C：   被試験ケーブル配線  L：   OTDR の入射側コード出力ポートからの距離  

TC：  出射側コード   

図 E.2－被試験ケーブル配線のポートの位置 

E.4.3 パワーレベル F1 及び F2 の定義 

位置 L1 における表示されたパワーレベル F1 は，入射側コードによって提供される後方散乱パワーの線

形部分から得られる線形回帰（LSA）と，位置 L1 における縦軸との交点として定義される。 

位置 L2 における表示されたパワーレベル F2 は，出射側コードによって提供される後方散乱パワーの線

形部分から得られる線形回帰（LSA）と，位置 L2 における縦軸との交点として定義される。 

図 E.3 は，典型的なトレース上の F1 及び F2 の位置を示す。 

この測定プロセスは，LSA による 5 点法とも呼ばれる。詳しくは附属書 G を参照。 
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記号説明 

OTDR：  オプティカルタイムドメインリ

フレクトメータ  
F：  反射パワーレベル  

LC：  入射側コード  L1，L2：  ケーブル配線接続ポートの位置  

C：  被試験ケーブル配線  L：  OTDR の入射側コード出力ポートからの距離  

TC：  出射側コード  F1，F2：  L1 及び L2 に表示されるパワーレベル  

 A：  減衰量  

図 E.3－F1 及び F2 のグラフによる作図 

E.4.4 代替計算 

OTDR は，トレースの詳細な分析を提供するために，二つの他の表示レベル F11 及び F12 を提供してもよ

い（図 E.4 を参照）。 

位置 L1 における表示されたパワーレベル F11 は，被試験ケーブル配線によって提供される後方散乱パワ

ーの線形部分から得られる線形回帰（LSA）と，位置 L1 における縦軸との交点として定義される。 

位置 L2 における表示されたパワーレベル F21 は，被試験ケーブル配線によって提供される後方散乱パワ

ーの線形部分から得られる線形回帰（LSA）と，位置 L2 における縦軸との交点として定義される。 

他の三つの減衰量は，次式で与えられる。 
 A1 = F1 - F11 （dB） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(E.2) 
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 A2 = F21 - F2（dB）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(E.3) 
 AC = F11 - F12（dB） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(E.4) 

ここで， 
A1 近端コネクタの減衰量 
A2 遠端コネクタの減衰量 
AC コネクタを除くケーブル配線の減衰量である。 

次のように導出される。 

 A = A1 + AC + A2（dB） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(E.5) 

計算誤差が無視できると仮定すると，式(E.5)は，式(E.1)と同じ妥当性になる。 

場合によっては，減衰量 A1，Ac 及び A2 は，イベントテーブルで利用可能なことがある。 

 

 
記号説明 
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OTDR：  オプティカルタイムドメインリフ

レクトメータ  
L1，L2：  ケーブル配線接続ポートの位置  

LC：  入射側コード  L：  OTDR の入射側コード出力ポートからの距離  

C：  被試験ケーブル配線  F1，F2：  L1 及び L2 に表示されるパワーレベル  

TC：  出射側コード  F11，F12：  L1 及び L2 内部の表示パワーレベル  

F：  反射パワーレベル  A：  減衰量  

図 E.4－F1，F11，F12 及び F2 のグラフによる作図 

E.5 OTDR の不確かさ 

測定を報告する際には，次の不確かさの原因を考慮することが望ましい。 

・ 雑音レベルの寄与 － 大量のガウス雑音又はシステム雑音による誤り。後方散乱レベルが対数トレー

ス上の雑音フロアに近づくにつれて常に高くなる。トレース上の大量の雑音は線形回帰を乱し，表示

されたパワーレベルの誤った評価をもたらす。雑音は，平均化時間を長くする，又はパルス幅を大き

くすることによって減少させてもよい。線形回帰の傾きが適用可能な場合で（例えば，dB/km 単位），

傾きが小さい又は傾きが大きい結果になるならば，一般に，過剰なレベルの雑音が原因である。 

・ 後方散乱係数 － 試験コードと被試験ケーブル配線との間の固有特性の差によって，個々の接続の見

掛け上の損失にばらつきが生じる可能性がある。例えば，低い後方散乱係数の光ファイバが，より高

い後方散乱係数の光ファイバに接続される場合，OTDR 検出器は，より高い後方散乱係数の光ファイ

バからより多くのエネルギーを受け取る。これは，見掛け上の損失の低減として解釈でき，利得（負

の損失）として現れることさえある。この効果は見掛けの利得として知られている。 

・ 強い反射 － 強い反射（例えば，反射減衰量 20 dB）の非線形効果によって，減衰量誤差，減衰定数誤

差，及びデッドゾーン拡大が発生し，場合によっては正の減衰をもたらす。 

・ 入射条件 － 入射光又はクラッド光の不足又は過剰に起因する誤差誤り。 

・ カーソル位置誤り － ソフトウェアアナライザのカーソル位置又はカーソルの手動操作の誤り。これ

は，異なる光ファイバの勾配が大きく異なる場合に，何らかの誤差につながる。 
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附属書 F 
（規定） 

光源特性の要求事項 

F.1 エンサークルドフラックス 

マルチモード光ファイバに入射される場合，減衰量の測定に使用される LED 及びレーザ光源は，様々な

モードパワー分布を示すことがある。これらの異なるモードパワー分布は，ほとんどのマルチモード部品

に固有の差動モード減衰（DMA: differential mode attenuation）と組み合わされて，減衰量の測定時に一般的

に変動を引き起こす。 

エンサークルドフラックスは，これらの限界に関連する減衰量の変動が分かるように，近接場測定に基

づく定量的要件を定義するために使用される。 

エンサークルドフラックスは，3.1.7 に定義されている。それは，入射側コードの端部から生じる光の近

接場測定から決定される。 

近接場測定は，IEC 61280-1-4 に従って行う。測定された近接場の結果は，コアの光学中心からの半径 r
の関数 I（r）であり，EF 関数を生成するために使用される。 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（F.1） 

ここで， 
I（x）  近接場強度 
r  光ファイバのコア半径 
R  全てのパワーを捉えるのに十分な大きさの積分範囲である。IEC 61280-1-4 では公称コ

ア半径の 1.15 倍の値を採用している。 

F.2 前提条件及び限界 

EF 限界を導く理論は，光ファイバコアの屈折率寸法及び形状，スペクトル幅，並びに Hermite-Gauss モ
デルを含む前提条件に基づいている。前提条件から外れると，さらなる減衰量のばらつきにつながる可能

性がある。一つの前提条件は，減衰量は，光が接続を介して前方に結合される LSPM 法で測定され，後方

散乱光が考慮されないということである。OTDR 法は後方散乱光に基づいており，後方散乱光は異なる形

で結合される。その結果，OTDR から得られる減衰量のばらつきと，エンサークルドフラックス限界との

関係の理解は不完全である。 

EF 限界に関する理論の詳細については，IEC TR 62614-2 を参照。 

F.3 エンサークルドフラックステンプレート 

 
 

 

0

0

r

R

xI x dx

EF r

xI x dx





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F.3.1 一般事項 

エンサークルドフラックステンプレートは，下限及び上限，並びに目標値といった半径の重要な値で定

義された三つのエンサークルドフラックス曲線の集合である。IEC 61280-1-4 に従って測定された光源の

近接場は，下限と上限との間にとど（留）めなければならない。 

これらの要求事項は，カテゴリ A1-OM1～A1-OM5 及び A1-OM1 マルチモード光ファイバを使用したケ

ーブル配線に適しており，IEC 60793-2-10 では，コア径 50 μm 及び 62.5 μm，クラッド径 125 μm の光

ファイバとして定義されている。 

F.3.2 不確かさに関する期待値 

エンサークルドフラックステンプレートの限界は，目標とする近接場，及び減衰量測定の変動をデシベ

ル（dB）で示される減衰量の±Y 倍，又は±X dB のいずれか大きい方に制限するように設計された境界条

件から導出される。減衰量測定 X 又は Y の起こり得る変動の信頼性は，βと呼ばれる別のパラメータであ

る。 

変数 X は許容しきい値である。変数 Y は，減衰量の変動係数である。これらの変数 X，Y 及びβは，表

F.1 の値に従って，光ファイバのコアサイズ及び波長によって変化する。これらは不確かさの計算で考慮す

る必要がある。詳細については，IEC TR 61282-14 を参照。 

 

表 F.1－減衰量，許容しきい値及び信頼性レベル 

光ファイバ公称コア径  

μm 

波長  

nm 

しきい値 X 

dB 

減衰量変動係数 Y 

dB 
信頼性レベル β 

50 850 0.08 0.10 0.368 

50 1 300 0.12 0.20 0.333 

62.5 850 0.10 0.10 0.17 

62.5 1 300 0.15 0.10 0.03 

これらの減衰量の値に対しては，結合減衰量だけが考慮される。 
この表は，公称コア径を基準にしている。実際の入射側コードにおける光ファイバのコア径を厳密な公差（例え

ば，±0.7μm）に制御することは，不確かさの期待値を保証する上で重要である。 
IEC TR 61282-14 では，ベータパラメータ β を不確かさの不確かさ  として考慮し，実効自由度を計算し

た後，減衰量不確かさの拡張不確かさを計算する。 

 

F.3.3 テンプレート 

EF 要求事項は，光ファイバの大きさ及び波長の各組合せに対して，特定の半径値それぞれに対する限界

値の表として定義される。これらの限界値を表 F.2～表 F.5 に示す。 
  

i

i
u
u
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表 F.2－850 nm での 50 μm コア光ファイバケーブル配線の EF 要求事項 

半径  

μm 
EF 下限値  目標値  EF 上限値  

10 0.278 5 0.335 0 0.391 5 

15 0.598 0 0.655 0 0.711 9 

20 0.910 5 0.919 3 0.929 5 

22 0.969 0 0.975 1 0.981 2 

 

表 F.3－1 300 nm での 50 μm コア光ファイバケーブル配線の EF 要求事項 

半径  

μm 
EF 下限値  目標値  EF 上限値  

10 0.279 2 0.336 6 0.394 0 

15 0.599 6 0.656 7 0.713 8 

20 0.907 2 0.918 6 0.930 0 

22 0.966 3 0.972 8 0.979 3 

 

表 F.4－850 nm での 62.5 μm コア光ファイバケーブル配線の EF 要求事項 

半径  

μm 
EF 下限値  目標値  EF 上限値  

10 0.168 3 0.210 9 0.253 5 

15 0.369 5 0.439 0 0.508 5 

20 0.633 7 0.692 3 0.750 9 

26 0.924 5 0.935 0 0.945 5 

28 0.971 0 0.978 3 0.985 6 

 

表 F.5－1 300 nm での 62.5 μm コア光ファイバケーブル配線の EF 要求事項 

半径  

μm 
EF 下限値  目標値  EF 上限値  

10 0.168 0 0.211 9 0.255 8 

15 0.369 9 0.440 9 0.511 9 

20 0.636 9 0.694 5 0.752 1 

26 0.925 4 0.935 7 0.946 0 

28 0.970 8 0.978 2 0.985 6 

 

光源の入射条件は，入射側コードの出力で規定される。供給された光源は，試験装置製造業者によって，

特定の仕様の試験コードを使用して指定された入射を行うことが確認されていると理解される。入射側コ
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ードの交換が必要な場合には，試験装置供給者の推奨事項に適合するものを入手するか，附属書 J のいず

れかの手順による確認を行う。 

1 300 nm では，EF 測定不確かさ（850 nm で使用するシリコン CCD と比較して，InGaAs CCD の均一性，

直線性及び空間分解能）が高いため，測定不確かさ（50%の信頼性レベル）を考慮することなく，製造業

者で測定した EF がテンプレートの範囲内にある場合，入射条件は，この規格に適合している。 

F.4 テンプレートのグラフ表示 

エンサークルドフラックスのグラフ表示の例を，図 F.1 に示す。 

 

図 F.1－エンサークルドフラックスの例 
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附属書 G 
（参考） 

OTDR 構成情報 

G.1 一般事項 

この附属書では，OTDR とその構成について説明する。また，附属書 E の適用に役立つ追加の図も提供

する。校正については，JIS C 6185-3 を参照。 

OTDR は，試験中の光ファイバシステムの一端に短い光パルスを入力し，光ファイバの同じ端からの戻

り信号を遅延時間の関数として監視することによって動作する。 

この戻り信号は，次の二つのソースからる発生する。 

1) 光ファイバ自体の内部からの散乱光。これは，石英の分子構造の微小な変動によってレイリー散乱が

起こり，光パルスのエネルギーの一部が全方向に散乱するためである。このうちごく一部は元の方向

に散乱されるもので，後方散乱として知られている。 

2) インタフェースからの反射，及びシステムの長さに沿った離散的な点での屈折率の変化。これらはフ

レネル反射として知られている。 

遅延時間の関数としての戻り信号パワーのグラフは，OTDR が処理しなければならない生データである。

通常，この生データは OTDR によって処理され，戻り信号のパワーが対数目盛でプロットされ，縦軸にデ

シベルの減衰量が示される。横軸では，試験中の光ファイバの群屈折率（実効屈折率）の数値を OTDR に

与えることによって，往復の遅延時間をシステムに沿った片道距離に変換する。 

この縦軸の減衰量と横軸の距離とのグラフは，後方散乱トレースとして知られている。この後方散乱ト

レースの分析によって，被試験ケーブル配線に関する多くの知見を得ることが可能である。 

・ 被試験リンク又はチャネルの総減衰量 

・ 被試験リンク又はチャネルの全光反射減衰量 

・ 被試験リンク又はチャネルの長さ（及び伝搬遅延） 

・ 被試験ケーブル配線内の光ファイバの減衰係数 

・ 接続減衰量（スプライスとコネクタペア） 

・ コネクタペア及びメカニカルスプライスのような反射要素による反射減衰量（IEC 61300-3-6 を参照） 

・ トレース上の要素間の距離情報 

しかしながら，被試験ケーブル配線の特性評価が成功するかどうかは，次を含む多くの要因に依存する。 

・ 使用する OTDR の光学性能 

・ OTDR の測定パラメータの正しい設定 

・ 適切な長さの入射側コード及び出射側コードを含む正しい測定構成 

・ 優れた実践方法 － 光コネクタの清浄度合など 

G.2 OTDR の運用能力を定義する基本パラメータ 
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G.2.1 ダイナミックレンジ 

ダイナミックレンジとは，OTDR が，大量の減衰量を測定する能力のことである。ダイナミックレンジ

は，0 m 付近の最大後方散乱レベルと，雑音フロアの 98%との間の差である。もう一つの測定方法は，SNR 
= 1（実効値雑音）を使用する。ダイナミックレンジは，レーザパルス幅が広くなると大きくなり，平均化

によって雑音が低下する。 

ダイナミックレンジの正式な定義については，JIS C 6185-3 を参照。 

G.2.2 パルス幅 

パルス幅及びレーザピークパワーは，光ファイバ内に入射されるエネルギーレベルを規定する。これは，

戻ってくる散乱信号の量を決定する。パルス幅が増加するにつれて，ダイナミックレンジは増加するが，

デッドゾーンも増加する。 

G.2.3 平均化時間 

平均化時間は，多数のデータサンプルを合計して平均化する期間を定義する。最良の信号特性評価を行

うことが望ましいが，非常に長い平均化時間を要する。平均化時間に対する最大の利益は，平均化初期の

30 秒間に生じる。一般に，平均の数を 2 倍にすると，ダイナミックレンジは 0.75 dB 増加する。 

G.2.4 デッドゾーン 

光ファイバ内の後方散乱光から受信される非常に小さな信号レベルと，コネクタの反射界面でフレネル

反射から受信される比較的大きな信号レベルとの間には，数桁の大きさの違いがある。OTDR 内の検出器

がフレネル反射から回復して，後方散乱光レベルを再び測定できるようになるまでには，一定の時間がか

かる。この間，OTDR は，後方散乱信号レベル（例えば，スプライスによる減衰量）の変動を測定するこ

とは不可能であり，したがって，反射に続く光ファイバの区間はデッドゾーンと呼ばれる。 

このデッドゾーンの長さは，検出器の応答時間，フレネル反射の振幅及びパルス幅によって決まるその

持続時間に依存する。 

マルチモードのアプリケーションにおいて，最も重要なデッドゾーンは減衰量デッドゾーンである。こ

れは，反射イベントの後，後方散乱レベルが線形になり，減衰量の測定が可能になる距離のことである。

減衰量及びイベントデッドゾーンの完全な定義については，JIS C 6185-3 を参照。 

注記 OTDR は，通常，被試験光ファイバのデッドゾーン，ダイナミックレンジ及び試験時間のバラン

スを取るための，パルス幅及び平均化時間の範囲をサポートする。通常，パルス幅を短くする（狭

くする）とデッドゾーンは短くなる（良好になる）が，ダイナミックレンジは小さくなる（悪く

なる）。平均化時間を長くすると，通常ダイナミックレンジが増加する。OTDR デッドゾーンは，

通常，短パルス幅（10 ns 未満）及び標準コネクタのリターンロス ≧ 35 dB に対して指定される。

狭いパルス幅を用いた減衰量デッドゾーンは，通常 8 m 未満である。より広いパルス幅を使用す

る際のダイナミックレンジは，通常 20 dB 以上である。 

G.3 他のパラメータ 

G.3.1 屈折率 

屈折率は，水平目盛りの縮尺係数を設定するために使用される。これによって，故障位置特定及び減衰
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係数の計算が可能となる。 

一般的に，屈折率は分からないが，光ファイバの長さは分かる。この場合，実際の屈折率を求めてもよ

い。 

屈折率が既知である場合は，これを使用しなければならない。そうでない場合は，表 G.1 の値を使用す

る。 

 

表 G.1－既定の有効群屈折率の数値 

中心波長  850 nm 1 300 nm 

MMF（50/125 μm）  1.483 5 1.478 5 

MMF（62.5/125 μm）  1.496 0 1.491 0 

 

G.3.2 測定範囲 

測定範囲又は測定スパンは，OTDR タイムベースによってカバーされる距離である。測定範囲は，被試

験光ファイバの長さより大きく設定されなければならない。一部の OTDR では，反射の強いコネクタをも

つシステムを試験する場合，ゴースト効果を低減するために，測定範囲を被試験システムの長さの 2 倍よ

りも大きく設定することが望ましい場合があることに留意する。 

G.3.3 距離サンプリング 

距離サンプリング（又はサンプリング分解能）は，横軸の 2 点間の距離である。この間隔は，測定範囲

（例えば，データポイントの数は一定）に連動してもよい。 

調整可能である場合，サンプリング分解能は，リンクの全ての特徴が良好に決定されることを保証する

ために十分に小さい間隔に設定されることが望ましい。いずれの場合も，サンプリング分解能はパルス幅

の 10 分の 1 未満とするのがよい。生成されるデータファイルの大きさは，測定レンジをサンプリング分

解能で除した値に比例することに留意する。 

G.4 他の測定構成 

G.4.1 一般事項 

G.4 では，附属書 D の一部ではない幾つかの特定の測定構成を記載する。 

G.4.2 マクロベンド又はスプライス減衰量測定 

図 G.1 は，ケーブル配線内のマクロベンド又はスプライス接続の適切な測定トレースを示す。マクロベ

ンドの減衰量は，マクロベンドの両側の線形回帰を用いて測定される。減衰量は，曲げ位置の縦軸との二

つの線形回帰の切片における表示パワーレベルの差分によって与えられる。曲げ位置は，トレースの曲率

変化の前であることに留意する。 
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記号説明 
OTDR：  オプティカルタイムドメインリフレ

クトメータ  
F：  反射パワーレベル  

LC：  入射側コード  L：  OTDR の入射側コード出口から

の距離  

C：  被試験ケーブル配線  A：  マクロベンド又はスプライス減

衰量  

TC：  出射側コード  S：  マクロベンド又はスプライス  

図 G.1－スプライス及びマクロベンド減衰量測定 

G.4.3 スプライス減衰量測定 

ケーブル配線内のマクロベンドについてしたのと G.4.2 としたのと同じプロセスを使用する。 

G.4.4 高反射コネクタ又は短尺ケーブル配線の測定 

図 G.2 は，高反射コネクタを備えた敷設済みケーブル配線の測定を示す。入射側コードにおける強い反

射によって，パルスの飽和及びすそ（裾）引きが発生する。すそ（裾）引きによって，減衰定数及び間隔

の近いイベントを測定することが困難となる。 

これは，すそ（裾）引き信号のいかなる部分も使用しない測定試験手順に従うことがいかに重要である

かを示している。 
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記号説明 
OTDR：  オプティカルタイムドメインリフレク

トメータ  
F：  反射パワーレベル  

LC：  入射側コード  L：  被試験ケーブル配線長  

C：  被試験ケーブル配線  A：  減衰量  

TC：  出射側コード   

図 G.2－高反射コネクタのある場合の減衰量測定 

図 G.3 は，短尺ケーブル配線の測定を示す。リンクの長さは，減衰量デッドゾーンよりも短い。ケーブ

ル配線と接続とを別々に測定することはできないが，全体の測定は可能である。 

これは，すそ（裾）引き信号のいかなる部分も使用しない測定試験手順に従うことがいかに重要である

かを再度示している。 
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記号説明 
OTDR：  オプティカルタイムドメインリフレク

トメータ  
F：  反射パワーレベル  

LC：  入射側コード  L：  被試験ケーブル配線長  

C：  被試験ケーブル配線  A：  減衰量  

TC：  出射側コード  L1，L2：  ケーブル配線ポートの

位置  

図 G.3－短尺ケーブル配線の減衰量測定 

G.4.5 ゴースト 

図 G.4 は，高反射コネクタを備えた入射側コードと被試験ケーブル配線とを結線した敷設済みケーブル

配線の測定と，その結果生じるゴーストとを示す。OTDR ソフトウェアは，ゴーストを適切に識別するこ

とができ，そうでない場合には，光ファイバ上の二つのイベント間の距離が複製されているときに，ゴー

ストを識別することが可能である。 
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記号説明 
OTDR：  オプティカルタイムドメインリフレク

トメータ  
F：  反射パワーレベル  

LC：  入射側コード  L：  入射側コードの長さ（複製）  

C：  被試験ケーブル配線  G：  ゴースト反射  

TC：  出射側コード   

図 G.4－ゴーストを含む OTDR トレース 

G.5 測定法の詳細 

附属書 E に規定された測定方法は，5 点法とも呼ばれる。これは，五つのカーソル位置での読取りが，

測定を完了するために使用されることによる。 
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記号説明 
OTDR：  オプティカルタイムドメインリフレク

トメータ  
C1，C2，C3，C4：  線形回帰定義のカーソル  

LC：  入射側コード  L：  被試験ケーブル配線長  

C：  被試験ケーブル配線  A：  減衰量  

TC：  出射側コード  L1：  被試験ケーブル配線までの距離  

図 G.5－カーソル位置 

図 G.5 は，後方散乱トレース上のカーソルの位置を示している。C1 及び C2 は，入射側コードの線形回

帰の領域を定義する。C3 及び C4 は，出射側コードの線形回帰の領域を定義する。C5 は L1 に配置しなけ

ればならない。 

OTDR がカーソル間で線形回帰を適用するように設定されていることを確認する。この構成は，最小二

乗近似（LSA）とも呼ばれる。 

注記 なお，線形回帰設定（LSA）の代替として，一般に 2 点法と呼ばれるものがある。この構成は，

一般に，傾きの計算が後方散乱トレースの 2 点だけを使用して行われるので，大きな誤差につな

がり，一方，LSA は，デッドゾーン効果に起因する雑音及び非線形応答の結果を低減する。 

G.6 双方向測定 

スプライス又は追加のコネクタを含むケーブル配線の場合，被試験ケーブル配線の両端から OTDR 試験

を実施することが可能である。これによって，光ファイバ後方散乱特性の変動による部品の減衰量測定の

あらゆる不正確さを，測定対象系の両端から取った部品の減衰量測定を平均化することによって相殺して

もよい。 

入射側コード及び出射側コードの散乱特性が同一であり，測定が必要なのがリンクの総減衰量だけであ

れば，一方向だけの OTDR 試験で十分である。しかし，入射側コード及び出射側コードの特性が異なる場
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合には，双方向 OTDR 試験が必要である。 

双方向の平均化のための最初と最後との接続を正確に測定するために，入射側コード及び出射側コード

をそれらの初期測定位置に保つことが望ましい。したがって，当初方向の入射側コードは，反対方向の出

射側コードとなる。これによって同一の光ファイバが確実に組み合わされ，試験コードとケーブル配線と

の間のモードフィールドの不整合の影響を平均化することが可能である。 

個々の平均化双方向減衰量は，両端から記録された減衰量の和の半分として定義される。 

 （dB） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（G.1） 

ここで， 
Aoe 原点から先端に向かって測定した減衰量 
Aeo 先端から原点に向かって測定した減衰量である（詳しくは，IEC TR 62316 を参照）。 

注記 一部の OTDR には，双方向測定を管理するための固有のファームウェアを含めることが可能であ

る。 

基本的にコネクタの反射率は方向に依存するため，反射率を決定するための双方向測定を平均化すると，

誤った結果が生成される。 

G.7 非推奨事項 

G.7.1 出射側コードのない測定 

出射側コードが欠落している場合，ケーブル配線の末端のコネクタの減衰量は考慮されない。また，減

衰量デッドゾーン（G.4.4 を参照）については，ケーブル配線長が短い場合は測定不可能である。 

この種の測定は，損傷の前に試験されたケーブル配線の修理の認定に対してだけ許容される（OTDR 及

びケーブル配線の構成が修理の視覚化を可能にすることを前提としている。）。 

G.7.2 カーソル測定 

OTDR は，通常，二つのカーソル間の減衰量だけでなく，位置及びパワーレベル位置を示す二つのカー

ソルに容易にアクセスしている。 

カーソル測定の使用は，測定位置が正しくない可能性があるため，認定には望ましくない。LSA 機能が

望ましい。しかし，そのような機能は，最適化プロセスにおいて役立つ場合がある。 

 

  

oe eo
2

A A
A



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附属書 H 
（参考） 

試験コード減衰量確認 

H.1 一般事項 

敷設済みケーブル配線の減衰量測定の有効性は，全ての LSPM 法で使用される試験コードの減衰量性能

に大きく依存する。敷設済みケーブル配線の正式な試験を開始する前に，試験コードの減衰量確認を実施

することが望ましい。コードは，各試験セッションの開始時（例えば，毎日），又は，プラグ挿入回数が，

典型的には数百回のサイクルで定義されるかん（嵌）合耐久性仕様に記載された値に近づいた後に，再確

認されることが望ましい。 

試験コード減衰量性能確認は，試験コードの減衰量を測定すること，及び場合によっては，敷設済みケ

ーブル配線を測定する前に，許容可能な低減衰量性能を得るステップを実行することを伴う。最大許容減

衰量は，幾つかの方法（例えば，顧客試験要件，試験コードの製造業者が主張する仕様，ケーブル規格）

によって設定してもよい。 

入射側コードは，励振条件に影響を与える。推奨される検証の順序は，敷設済みケーブル配線試験を想

定した具体的な光源で使用される場合，最初に，良好な状態であることが確認され，必要なモード調整部

品を含む，必要な励振条件を生じることが，前もって確認されている入射側コードを選択することである。

入射側コードの減衰量性能が不十分で置換が必要な場合，まず，附属書 F の手順を使用して，置換する入

射側コードに必要な励振条件を確立し，次に，減衰量性能を確認するために，この附属書 H に戻る。 

H.2 試験装置 

光源，パワーメータ，及び全ての試験コードは，箇条 6 に定義されている。入射側コードは，励振条件

に適合するのに必要なモード調整要素を含むことが望ましい。光源に取り付けられた，所望の励振条件を

生成することが可能である装置もまた，使用してもよい。 

試験コードのプラグにかん（嵌）合するパワーメータ，すなわち，試験対象の敷設済みケーブル配線と

同じ形式のソケット又はアダプタを用意しなければならない。これには，次の二つの方法がある。 

1) パワーメータと互換性のあるソケットを使用する。 

2) ケーブル設備互換アダプタを一端にもち，パワーメータのソケットと互換性のあるプラグを他端にも

つ，半径 30 mm 未満の曲げのない短い（< 2 m）バケットコードをパワーメータに取り付ける。バケ

ットコード内の光ファイバは，被試験コードよりもコア径が大きく，開口数が大きいので，その結果，

被試験コードから実質的に全ての光を収集してもよい。サブカテゴリ A1-OM2 から A1-OM5 50/125μ
m の光ファイバを含む試験コードを確認する場合，サブカテゴリ A1-OM1 62.5/125 μm の光ファイバ

又はサブカテゴリ A1d 100/140 μm の光ファイバを含むバケットコードを使用可能である。サブカテ

ゴリ A1-OM1 62.5/125 μm の光ファイバを含む試験コードを確認する場合，サブカテゴリ A1d 100/140 
μm の光ファイバを含むバケットコードを使用可能である。 

H.3 試験手順 

H.3.1 一般事項 
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確認手順は，試験法で使用するコードの本数及び種類によって異なる。互換性のあるソケットを備えた

パワーメータが図示されている。バケットコードの適応は示されていない。 

試験手順は，次の構成及び順序で示される。 

・ 1 コード法及び 2 コード法 

－ LC，SC，又は他のプラグ/アダプタ/プラグタイプなど，ピンなし及びプラグなし/ソケットコネクタ

型の試験コードインタフェースには H.3.2 を使用する。 

－ MT-RJ などのピンあり/ピンなし，又は SG のようなプラグ/ソケット型の試験コードインタフェース

には H.3.3 を使用する。 

・ 3 コード法 

－ LC，SC，又は他のプラグ/アダプタ/プラグタイプなど，ピンなし及びプラグなし/ソケットコネクタ

型の試験コードインタフェースには H.3.4 を使用する。 

－ MT-RJ などのピンあり/ピンなし，又は SG のようなプラグ/ソケット型の試験コードインタフェース

には H.3.5 を使用する。 

試験手順の大部分は，コードを双方向に試験するように設計されたオプションのシーケンスを含む。こ

れらのオプションのステップが実行されるかどうかにかかわらず，試験コードシーケンスにおけるそれら

の方向及び順序を識別できるように，コードにラベル付けすることが推奨される。 

減衰量の式は，常用対数を用いてデシベルに変換されなければならないマイクロワット（μW）又はミ

リワット（mW）のような絶対線形単位で，パワーの読取りが行われることを前提としている。パワーの読

取りが，ミリワットに対するデシベル（dBm）のような相対対数単位で行われる場合，減衰量は，基準値

から読み値を差し引くことによって決定される。例えば，基準値が-12 dBm で，読み値が-12.5 dBm である

場合，減衰量は（-12 dBm) -(-12.5 dBm) = +0.5 dB である。 

いずれの試験手順においても，入射側コード TC1 と光源との間の接続が（例えば断線又は機械的応力に

よって）妨害された場合，光源から結合されるパワー量は，通常，これらの妨害に敏感であるため，新し

い基準パワー値が得られなければならない。 

H.3.2 ピンなし及びプラグなし/ソケット型コネクタを使用する場合の 1 コード法及び 2 コード法の試験コ

ード確認 

1) 図 H.1 に示すように，入射側コード TC1 で，基準パワー測定値 P0 を取得する。 

2) 図 H.2 に示すように，TC1 とパワーメータとの間に，アダプタ A1 及び受信コード TC2 を挿入し，P1

を記録する。 

3) 減衰量を 10 log（P0/P1) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでなけ

れば，プラグ及びアダプタ A1 を清掃するか，必要に応じて TC1，TC2 及び A1 を交換してから作業を

続ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

ステップ 4)，5)及び 6)を推奨するが，任意である。ステップ 4)，5)及び 6)が実行されない場合，コード

は試験された向きだけで使用しなければならない。より正確には，ステップ 4)及び 5)を実行することで，

TC2 がどの向きでも使用することができ，ステップ 6)を実行することは，TC1 がどの向きでも使用しても

よい。 

4) TC2 をパワーメータ及びアダプタから外し，両端を交換し，アダプタとパワーメータとの間に再挿入

し，第 2 のパワーレベル P2 を記録する。 

5) 減衰量を 10 log(P0/P2) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでなけ
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れば，プラグ及びアダプタ A1 を清掃するか，必要に応じて TC1，TC2 及び A1 を交換してから作業を

続ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

6) TC1 のプラグが両端で同じ種類のものである場合，TC1 を光源及びアダプタから外し，両端を交換し，

ステップ 1)～5)を繰り返し，上記のように新しい基準読取り値 P3 及びパワー読取り値 P4 及び P5 を

得る。 

 

記号説明 
LS：  光源  

TC1：  入射側コード  

PM：  パワーメータ  

図 H.1－基準パワーレベル P0 の取得 

 

記号説明 
LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

A1：  コネクタセット   

図 H.2－パワーレベル P1 の取得 

H.3.3 ピンあり/ピンなし又はプラグ/ソケット型のコネクタを使用した 1 コード法及び 2 コード法の試験

コード確認 

H.3.3.1 一般事項 

この試験手順は，一つは互換性のあるインタフェース用，もう一つは互換性のないインタフェース用の

二つの部分に分割される。H.3.3.2 の試験手順は，TC1 と TC2 とが相互に互換性のあるインタフェースを

提供する場合，例えば，一方のプラグがピンありで，他方のプラグがピンなしの場合，又は一方がプラグ

であり，他方がソケットである場合に適用される。H.3.3.3 の試験手順は，TC1 と TC2 とが相互に互換性

のあるインタフェースを提供しない場合，例えば，両方のプラグがピンあり又はピンなしの場合，又は両

方がプラグ又はソケットである場合に適用される。 

H.3.3.2 互換性のあるインタフェース 

コードは，ピンあり又はプラグ/ソケットの配置によって方向性があると仮定されるため，この試験手順

は H.3.1 のものとは異なる。この仮定が適用されない場合，双方向試験コード確認が確立されるように，

H.3.1 の試験手順を推奨する。双方向の確認が可能な場合，ピンありプラグ及びピンなしプラグの両方に対
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応できるパワーメータが含まれる。 

1) 図 H.3 に示すように，入射側コード TC1 で基準パワー測定値 P0 を取得する。 

2) 図 H.4 に示すように，TC1 とパワーメータとの間に，アダプタ A1 及びコード TC2 を挿入し，P1 を記

録する。アダプタ A1 の代わりに，プラグ/ソケット型接続用のソケットが使用される。 

3) 減衰量を 10 log（P0/P1) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。そうでない場合

は，プラグ及びアダプタ A1（又はソケット）を清掃し，必要に応じて TC1，TC2 及び A1 を交換して

から続ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

 

記号説明 
LS：  光源  

TC1：  入射側コード  

PM：  パワーメータ  

図 H.3－基準パワーレベル P0 の取得 

 

記号説明 
LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

A1：  コネクタセット   

図 H.4－パワーレベル P1 の取得 

H.3.3.3 互換性のないインタフェース 

ピンあり/ピンなし及びプラグ/ソケット型の接続の特定の構成では，被試験コード間に互換性のあるイ

ンタフェースを提供する第 3 のコードの導入を必要とする。この 3 コードの組合せの減衰量は，組み合わ

された減衰量が依然として単一のインタフェースの減衰量の判定基準を満たすように，十分に低くなけれ

ばならない。第 3 のコードを必要とする構成は，TC1 及び TC2 が両方ともピンあり又はピンなしの構成，

又はプラグ/ソケット型のプラグ又はソケットのいずれかである構成を含む。 

1) 図 H.5 に示すように，入射側コード TC1 で基準パワー測定値 P0 を取得する。 

2) 図 H.6 に示すように，TC1 とパワーメータとの間に，アダプタ A1，A2，コード TC3 及び受信コード

TC2 を挿入し，P1 を記録する。プラグ/ソケット型の場合，アダプタは TC3 の両端のソケットに置き

換えられる。 

3) 減衰量を 10 log（P0/P1) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでなけ

れば，プラグ及びアダプタを清掃するか，又は必要に応じて TC1，TC2，TC3 及びアダプタ A1 及び
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A2 を交換してから続ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

ステップ 4)，5)及び 6)が推奨されるが，任意である。ステップ 4)，5)及び 6)が実行されない場合，コー

ドは試験された向きでだけ使用しなければならない。より正確には，ステップ 4)及び 5)を実行することは，

TC2 がいずれの向きでも使用してもよく，ステップ 6)を実行することは，TC1 がどの向きで使用してもよ

い。 

4) 許可する構成では，TC2 をパワーメータ及びアダプタから外し，両端を交換し，アダプタとパワーメ

ータとの間に再挿入し，第 2 のパワーレベル P2 を記録する。 

5) 減衰量を 10 log（P0/P2) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでなけ

れば，プラグ及びアダプタを清掃するか，又は必要に応じて TC2，TC3 及びアダプタ A2 を交換して

から続ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

6) TC1 のプラグが両端で同じ種類の場合，TC1 を光源及びアダプタから切り離し，両端を交換し，ステ

ップ 1)～3)を繰り返す。 

 

記号説明 
LS：  光源  

TC1：  入射側コード  

PM：  パワーメータ  

図 H.5－基準パワーレベル P0 の取得 

 

記号説明 
LS：  光源  TC3：  試験コード  

TC1：  入射側コード  TC2：  受信コード  

A1：  コネクタセット  PM：  パワーメータ  

A2：  コネクタセット   

図 H.6－パワーレベルの取得 

H.3.4 ピンなし及びプラグなし/ソケット型コネクタを使用した 3 コード法の試験コード確認 

1) 図 H.7 に示すように，入射側コード TC1 で基準パワー測定値 P0 を取得する。 

2) 図 H.8 に示すように，TC1 とパワーメータとの間に，アダプタ A1 及び受信コード TC2 を挿入し，P1

を記録する。 

3) 減衰量を 10 log（P0/P1) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでなけ
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れば，プラグ及びアダプタ A1 を清掃するか，必要に応じて TC1，TC2 及び A1 を交換してから作業を

続ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

ステップ 4)，5)及び 6)が推奨されるが，任意である。ステップ 4)，5)及び 6)が実行されない場合，コー

ドは試験された向きでだけ使用しなければならない。より正確には，ステップ 4)及び 5)を実行することは，

TC2 がどの向きでも使用することができ，ステップ 6)を実行することは，TC1 がどの向きでも使用しても

よい。ステップ 4)，5)及び 6)がスキップされる場合，P1 はステップ 8)において基準パワーレベル Pref とな

る。 

4) TC2 をパワーメータ及びアダプタから外し，両端を交換し，アダプタとパワーメータとの間に再挿入

し，第 2 のパワーレベル P2 を記録する。 

5) 減衰量を 10 log（P0/P2) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでなけ

れば，プラグ及びアダプタ A1 を清掃するか，必要に応じて TC1，TC2 及び A1 を交換してから作業を

続ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。ステップ 6)が実行されない場合，ステップ 8)
において P2 は新たな基準パワーレベル Pref となる。 

6) TC1 のプラグが両端で同じ種類の場合，TC1 を光源及びアダプタから外し，両端を交換し，ステップ

1)～5)を繰り返し，上記のように新しい基準読取り値 P3 及びパワー読取り値 P4 及び P5 を得て，ステ

ップ 7)に進み，ステップ 8)で P5 は新しい基準パワーレベル Pref となる。 

7) 図 H.9 に示すように，A1 と TC2 との間に，代替コード TC3 及びアダプタ A2 を挿入し，パワーレベ

ル P6 を記録する。 

8) 減衰量を 10 log（Pref/P6) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでなけ

れば，プラグ及びアダプタを清掃するか，又は必要に応じて TC3 及び A2 を交換してから続ける。清

掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

9) TC3 をアダプタから切り離し，両端を交換し，再挿入し，パワーレベル P7 を記録する。 

10) 減衰量を 10 log(Pref/P7) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでな

ければ，プラグ及びアダプタを清掃するか，又は必要に応じて TC3 及びアダプタを交換してから続

ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

 

記号説明 
LS：  光源  

TC1：  入射側コード  

PM：  パワーメータ  

図 H.7－基準パワーレベル P0 の取得 
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記号説明 
LS：  光源  TC2：  受信コード  

TC1：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

A1：  コネクタセット   

図 H.8－パワーレベル P1 の取得 

 

記号説明 
LS：  光源  A2：  コネクタセット  

TC1：  入射側コード  TC2：  受信コード  

A1：  コネクタセット  PM：  パワーメータ  

TC3：  代替コード   

図 H.9－パワーレベル P5 の取得 

H.3.5 ピンあり/ピンなしコネクタ又はプラグ/ソケット型コネクタを使用した 3 コード法の試験コード確

認 

1) 図 H.10 に示すように，入射側コード TC1 で基準パワー測定値 P0 を取得する。 

2) 図 H.11 に示すように，TC1 とパワーメータとの間に，アダプタ A1，A2，代替コード TC3 及び受信コ

ード TC2 を挿入し，P1 を記録する。プラグ/ソケット型の場合，アダプタはソケットに置き換えられ

る。 

3) 減衰量を 10 log(P0/P1) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでなけ

れば，プラグ及びアダプタを清掃するか，又は必要に応じて TC1，TC2，TC3 及びアダプタを交換し

てから続ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

4) TC3 のプラグが両端で同じタイプの場合，TC3 を外し，両端を交換し，再挿入し，パワーレベル P2 を

記録する。プラグが同じタイプでない場合，ステップ 5)をスキップする。 

5) 減衰量を 10 log（P0/P2) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでなけ

れば，プラグ及びアダプタを清掃するか，又は必要に応じて TC1，TC2，TC3 及びアダプタを交換し

てから続ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

注記 この場合のステップ 3)及び 5)の範囲は，通常，単一のインタフェースの許容範囲の 2 倍に設定さ

れる。 

ステップ 6)，7)及び 8)が推奨されるが，任意である。ステップ 6)，7)及び 8)が実行されない場合，TC1
及び TC2 は試験された向きにおいてだけ使用しなければならない。より正確には，ステップ 6)及び 7)を実

行することは，TC2 がいずれの向きでも使用してよく，ステップ 8)を実行することは，TC1 がいずれの向

きでも使用してもよい。 

6) 許可する構成では，TC2 をパワーメータ及びアダプタから外し，両端を交換し，アダプタとパワーメ

ータとの間に再挿入し，パワーレベル P3 を記録する。 
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7) 減衰量を 10 log（P0/P3) [dB]と決定する。減衰量が許容範囲内にあることを確認する。もしそうでなけ

れば，プラグ及びアダプタを清掃するか，又は必要に応じて TC2，TC3 及びアダプタ A2 を交換して

から続ける。清掃又は交換の後，ステップ 1)から繰り返す。 

8) TC1 のプラグが両端で同じ種類の場合，TC1 を光源及びアダプタから外し，両端を交換し，ステップ

1)から 5)を繰り返す。 

 

記号説明 
LS：  光源  

TC1：  入射側コード  

PM：  パワーメータ  

図 H.10－基準パワーレベル P0 の取得 

 

記号説明 
LS：  光源  A2：  コネクタセット  

TC1：  入射側コード  TC2：  受信コード  

A1：  コネクタセット  PM：  パワーメータ  

TC3：  代替コード   

図 H.11－パワーレベル P1の取得 
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附属書 I 
（規定） 

基準グレードの試験コードの使用に当たって 

I.1 一般事項 

基準等級の終端を備えた試験コードを使用し，できる限り測定不確かさを低減する。中心からずれた光

ファイバをもつコネクタが使用される場合，結果は，ケーブル配線内のコネクタのずれの向きに対する入

射側コードの光コネクタの特定の向きに依存して，結果は変化する。ただし，試験コードに基準グレード

の終端を使用するということは，通常，標準グレードの終端を使用した場合よりもケーブル配線の測定減

衰量が少なくなることを意味し，測定にバイアスが生じる。 

ケーブル配線の測定減衰量の解釈は，合否結果を与える特定の許容値との比較に基づいて行われること

が多いが，これはこの規格の適用範囲内ではない。 

I.2 実際の構成及び前提 

I.2.1 部品仕様 

試験対象のケーブル配線は，ケーブル，スプライス及び接続で構成される。 

ケーブル及びスプライスの場合，減衰量の寄与の決定に使用される値は，関連するケーブル配線又はケ

ーブル規格で指定された最大値である。ケーブルの減衰量は，指定された最高減衰係数にケーブルの長さ

を乗じて算出される。例えば，カテゴリ OM3 の光ファイバケーブル（ISO/IEC 11801-1 又は IEC 60794-2-
21 に適合）の最大減衰係数は，850 nm で 3.5 dB/km であるため，長さが 100 m の被試験ケーブル配線は，

他の部品の減衰に加えて，最大 0.35 dB のケーブル減衰量を含めてもよい。 

接続部の場合，使用する値は次のいずれかである。 

a) 該当するケーブル配線規格で指定されている最大値 

b) 接続器具規格に規定された 100 %（最大）性能値 

附属書 I の目的のために，三つのタイプの接続が考慮されている。 

1) IEC 62664-1-1 で規定されている光コネクタ性能を適用する“標準”。附属書 I では，グレード Bm

（100 % ≦0.75 dB）を最大値として適用する。これは“標準グレード”接続と呼ばれる。 

注記 1 他のグレードも利用可能。 

2) IEC 61755-6-2 で規定されている光コネクタ性能を適用する“基準”（グレード 1 では，100 % ≦0.1 
dB が必要）。これは，“基準グレード”接続と呼ばれる。 

注記 2 基準グレードのコネクタは，全てのコネクタ形式に使用できるわけではなく，IEC 61755-
6-2 では，円筒形フェルール光コネクタだけを対象としている。したがって，この規格では，

基準グレードの光コネクタの使用は必須ではないが，この附属書 I に記載されている原則

を適用することは可能である。ただし，コネクタの仕様には，異なる値を適用することも

可能である。 

3) 標準グレードの部品を基準グレードの部品に接続する“混合”。この性能には規格に基づく数値はな

い。 
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注記 3 混合接続の性能は，標準グレードと基準グレードとの間にあると仮定する。I.4 に示した実

施例の目的のために，0.5 dB と仮定している。 

I.2.2 通例 

附属書 I では，I.2.3 の基準及び試験構成における様々な接続を文字で示している。例えば，入射側コー

ドと被試験ケーブルとの接続は，通常，A1 で表記される。 

附属書 I では，接続部に使用されるコネクタのグレードを，次のように示す通例が採用されている。 

・ 接続が“標準グレード”の場合，その文字はそれ自身で使用される。例えば，A。 

・ 接続が“混合”の場合，文字はプライム付きで使用される。例えば，A'。 

・ 接続が“基準グレード”の場合，文字はダブルプライム付きで使用される。例えば，A"。 

使用される最大値は，次のように表記される（例として，A を使用）。 

・ Amax = 0.75 dB 

・ A'max = 0.5 dB 

・ A"max = 0.1 dB 

I.2.3 基準面 

基準面は，必要な測定の開始及び終了を定義する。推奨される試験方法を使用した四つのケーブル配線

構成の基準面を図 3～図 6 に示す。“所望の結果”という言葉は，基準面の開始と終了との間のケーブル配

線構成における減衰量として定義される。 

LSPM 試験機器を使用した被試験ケーブル配線の基準面を図 3～図 6 に示す。関連する結果と不確かさ

の考察については，I.4 に示された例とともに，I.3 に記載されている。 

同じ基準面が，OTDR 試験の機器にも適用される（OTDR は，図 4～図 6 の LS に置き換わり，PM は存

在しない。）。これについては，I.5 で示す。 

I.3 推奨の LSPM 法に，基準グレードの試験コードを使用した場合の影響 

附属書 A～附属書 D で説明した試験方法では，測定結果 A は，基準パワーレベルと測定パワーレベルと

の差分として定義される。それぞれのケースにおいて，その附属書は，附属書 A の“A = A1 + A2 + AC”と

いう数式のように，その結果への寄与を定義する。 
附属書 A～附属書 C においては，次のとおり。 

・ A1 は，入射側コードと被試験ケーブル配線との間の接続の減衰量である。 

・ A2 は，被試験ケーブル配線と受信コードとの間の接続の減衰量である。 

・ AC は，その終端コネクタを除くケーブル配線の減衰量である。 

・ A3 及び A4 は，使用されている場合，試験コードの必要な基準構成を実装するために必要な追加の接続

の減衰量である。 

附属書 D において，A1 及び A2 は，機器のコードと固定ケーブル配線の各端部との間の接続の減衰量で

ある。 

表 I.1 は，基準グレードの試験コードを使用した，様々なケーブル配線構成及びその推奨試験法に対す
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る，測定結果及び測定バイアスを示している。表 I.1 は，基準グレードの試験コードを使用した場合，（箇

条 5 のそれを上回る）追加の不確かさが生じないことも示している。構成 B 及び構成 C の許容値の調整

は，まだ議論中であることに注意する。 

 

表 I.1－基準グレードの試験コードを使用した場合の測定バイアス 

構成  試験方法 : 
附属書  測定結果  所望の結果  測定バイアス  

A A（1-C）  A = A1' + A2' + AC A1 + A2 + AC （A1'max – A1max) + (A2'max – A2max）  ≈ −0.5 
dB 

B B（3-C）  A = A1' + A2' + AC - A3' '- A4" AC 今後検討  

C C（2-C）  A = A1' + A2' + AC - A3" A1 + AC 今後検討  

D D（EC）  A = A1 + A2 + AC A1 + A2 + AC なし  

 

I.4 LSPM 測定の例 

I.4.1 例 1（構成 A，1-C 試験法－附属書 A） 

850 nm で 3.5 dB/km の最悪の場合の減衰係数をもつケーブルで構成された長さ 100 m のマルチモードケ

ーブルが，両端のパネル内の標準グレードの部品を用いて終端される。最終的に構成されたシステムの終

端が，標準グレードであると仮定すると，最大減衰量は，次のような合計値になる。 

 A1max + A2max + ACmax = 0.75 dB + 0.75 dB + 0.35 dB = 1.85 dB ・・・・・・・・・(I.1) 

これを基準グレードの部品で終端処理された試験コードによって，1 コード法を用いて試験するとき，

100 m の光ファイバ（AC）及び各端の接続（A1'及び A2'）の二つを加えた減衰量を測定する。この場合，許

容値は次のとおりでなければならない。 

 A1'max + A2'max + ACmax = 0.5 dB + 0.5 dB + 0.35 dB = 1.35 dB ・・・・・・・・・・(I.2) 

次に，基準グレードの試験コードを使用して測定した場合，表 I.1 に示すように，許容値は（A1'max - A1max) 
+ (A2'max - A2max) = -0.5 dB で調整する必要があることが分かる（ただし，箇条 5 に記載されている約 0.25 dB
の不確かさは増加しない）。標準グレードの試験コードで測定した場合，許容値に変化はないが，表 5 に見

られるような大きな追加の不確かさがある（標準グレードの試験コードの再現性による）。したがって，許

容値が調整される場合には，基準グレードの試験コードの使用が望ましい。 

I.4.2 例 2（構成 D，EC 試験法－附属書 D） 

850 nm で 3.5 dB/km の最悪の場合の減衰係数をもつ長さ 98 m のマルチモードケーブルが，両端のパネ

ル内の標準グレードの部品を使って終端される。標準グレードの部品が取り付けられた長さ 2 m の機器コ

ードが，トランシーバ機器を両端のパネルに接続するために使用される。最大減衰量は，次のような合計

値になる 

 A1max + A2max + ACmax = 0.75 dB + 0.75 dB + 0.35 dB = 1.85 dB ・・・・・・・(I.3) 

推奨の機器コード（EC）試験法を使用してこれを試験する場合，100 m の光ファイバ（AC）に標準グレ
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ード接続 A1 及び A2 の二つを加えた減衰量を測定する必要がある。トランシーバ機器に接続する機器コー

ドの端の接続部の減衰量を除外する必要がある。EC 試験法の利点は，A1+A2+AC の直接測定ができること

である。この場合，許容値は調整されず，次のとおりでなければならない。 

 A1max + A2max + ACmax + (A3' − A3' = 0) = 0.75 dB + 0.75 dB + 0.35 dB = 1.85 dB ・・・・(I.4) 

この構成では，許容値は，入射側コードが，基準グレードの部品を使用するか，標準グレードの部品を

使用するかに関係ない。 

I.5 OTDR 試験法を使用して，様々な構成に基準グレードの試験コードを使用した場合の影響 

I.5.1 ケーブル配線の構成 A，B 及び C 

適切な高分解能 OTDR と，十分に長い入射側コード及び出射側コードとで OTDR 試験法を使用する場

合は，図 I.1 に示すように，それぞれの寄与因子（例えば，A1+A2+AC）を個別に識別し，減衰量を測定する

ことが可能である。 

  

記号説明 
OTDR：  オプティカルタイムドメインリフレクトメータ  

LC：  入射側コード  

C：   被試験ケーブル配線  

TC：  出射側コード  

1, 2：  コネクタセット  

図 I.1－OTDR 法で試験されたケーブル配線の構成 A，B 及び C 

OTDR は，通常，イベント間の配線区間の長さ及び減衰量だけでなく，各イベントまでの距離及びその

減衰量の詳細を含むイベントテーブル又は概略図を生成する。 

基準測定からの接続の代替はなく，そのため試験制限の設定は，表 I.2 に示すように簡略化される。 
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表 I.2－基準グレードの試験コード使用時の測定バイアス－OTDR 試験法 

構成  試験方法 :
附属書  測定結果  所望の結果  測定バイアス  

A E
（OTDR）  

A = A1' + A2' + AC A1 + A2 + AC （A1'max – A1max) + (A2'max − A2max）  ≈ −0.5 
dB 

B E
（OTDR）  

A = A1' + A2' + AC - A3' '- 
A4" 

AC 今後検討  

C E
（OTDR）  

A = A1 ' + A2' + AC - A3" A1 + AC 今後検討  

D E
（OTDR）  

A = A1 + A2 + AC + A3'- 
A3' 

A1 + A2 + AC なし  

D（下欄

を参照）  
E
（OTDR）  

A = A1 + A3' + A2 + A4' + 
AC 

A1 + A2 + AC 今後検討  

機器のコードが短い場合，A1 と A3'，及び B と E'とを個別に識別して測定することができない場合がある。許容値

は，複合された減衰量を含めるように調整可能であるが，そのようにすることによって，誤って試験を通ることは

危険である。この問題は，まだ議論中である。 

 

I.5.2 ケーブル配線構成 D 

適切な高解像度の OTDR 及び十分に長い入射側コード，出射側コード及び機器コードを備えた OTDR 試

験法を使用する場合，図 I.2 に示すように，それぞれの寄与因子（例えば，A1 + A2 + AC）の減衰を個別に

識別して測定することが可能である。 

OTDR は，通常，イベント間の配線区間の長さ及び減衰量だけでなく，各イベントの距離及びその減衰

量の詳細を含むイベントテーブルを生成する。 

ただし，接続 A1 と A3，及び A2 と A4 とを個別に識別して測定する OTDR 法の能力は，OTDR の能力と機

器コードの長さに依存する。機器コードの両端の接続部の減衰量を正確に分離して測定することができな

い場合には，図 I.2 に A3 及び A4 として示されている，入射側コードと被試験ケーブル配線との間の接続

部，及び受信コードと被試験ケーブル配線との間の接続部の減衰を含むように，許容値を調整することが

可能であるが，そのようにすることによって誤って試験を通ることは危険であり，この問題は，まだ議論

中である。 
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記号説明 
OTDR：  オプティカルタイムドメインリフレク

トメータ  
EC1：  機器の入射側コード  

LC：  入射側コード  EC2：  機器の受信コード  

C：   被試験ケーブル配線  1, 2, 3, 4：  コネクタセット  

TC：  出射側コード   

図 I.2－OTDR 法で試験されたケーブル接続構成 D 
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附属書 J 
（参考） 

入射側コード出力近傍場確認 

J.1 直接確認 

この方法では，入射側コードの出力が直接測定される。適合する入射側コードに関連する減衰量測定に

関する主な不確かさは，入射側コード内の光ファイバのコア径によって定義される。 

公称よりも大きなコア径の光ファイバを使用し，目標の入射が達成される場合，公称の光ファイバを使

用した場合よりも減衰量の結果は少なくなる。 

公称よりも小さなコア径の光ファイバを使用し，目標の入射が達成される場合，公称の光ファイバを使

用した場合よりも減衰量の結果は大きくなる。 

J.2 試験機器の製造業者の確認 

LSPM 法の場合，試験機器は，一般に，入射側コードのプラグが挿入されるソケットを備えた光源を含

む。入射側コードは，補助モード調整部品がなくても，又はマンドレル又は他の装置のような固定モード

調整部品を含んでいても，直接使用することが可能である。入射側コードが放射するエンサークルドフラ

ックスは，ソケットの面から出てくる光源の特性，入射側コードとソケットとの接続部，入射側コード内

の光ファイバ及び適用されるあらゆるモード調整に依存する。 

試験機器の製造業者は，使用される特定の光源の実装に適合する試験コードの仕様を提供することが望

ましい。コードの仕様を満たし，試験機器とともに使用される場合には，EF 要求事項を遵守することが望

ましい。 

J.3 実際の機器による現地確認 

J.3.1 一般事項 

現地で測定を行う技術者は，附属書 F の要求事項を確認するために必要な近接場測定装置を入手できな

い可能性がある。試験機器が，製造業者によって認定されていたとしても，使用される入射側コードに違

いがあったり，他の変化点のある可能性がある。J.3 は，妥当な現地確認の測定手順の概要を示している。

現地では，手順は実際の機器の減衰量測定に基づいている。機器の供給者は，エンサークルドフラックス

測定によって認定された励振条件を使用して，これらの機器の減衰量を特徴付けている。 

現地での機器の減衰量測定の目的は，ケーブル配線の測定が満足すべきものであることの合理的な確証

が与えられる確認を提供することである。全ての変動要素を考慮に入れたこのアプローチの適合性は，依

然として検討の余地が残っている。 

J.3.4 は，実験的に確認された機器の構築に関するガイダンスを提供している。他の解決策がある可能性

もある。 

エンサークルドフラックス限界は，大きさの違う固定軸ずれ接続の二つ又は五つの連結のいずれかのシ
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ミュレーションに基づいている。これらは，外径のエンサークルドフラックスの変動をより厳密に制御す

る必要性を強調する境界を提供する。これは，ケーブル配線に見られる軸ずれ接続がモード間損失差を生

成し，より高いモード群において最大の減衰をもち，エンサークルドフラックスのより大きい径の部分に

最も大きく寄与することによるものである。これらの高次モード群の入射パワーの変動は，ケーブル配線

の測定減衰量の最大変動をもたらす。したがって，実際の機器は，入射側コードから入射される高次モー

ドグループを調べなければならない。 

これを行う一つの方法は，端部に基準グレードの終端をもち，端部の間に，一連の軸ずれスプライスを

もつ幾つかの試験コードを構成することである。これを図 J.1～図 J.4 に示す。 

 

記号説明 
LS：  光源  

LC：  入射側コード  

PM：  パワーメータ  

図 J.1－初期のパワー測定 

 

記号説明 
LS：  光源  TC1：  試験コード  

LC：  入射側コード  PM：  パワーメータ  

A1：  コネクタセット   

図 J.2－基準グレード接続の確認 

 

記号説明 
LS：  光源  TC2：  試験コード  

LC：  入射側コード  X：   軸ずれスプライス  

A2：  コネクタセット  PM：  パワーメータ  

図 J.3－二つの軸ずれスプライス 
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記号説明 
 LS：  光源   TC3：  試験コード  

 LC：  入射側コード   X：  軸ずれスプライス  

 A3：  コネクタセット   PM：  パワーメータ  

図 J.4－五つの軸ずれスプライス 

J.3.2 機器の減衰量評価に関する手順 

次の手順が適用される。 

・ LC 測定及び EF 測定にモード調整部品を使用して，EF をターゲットにもち込む。 

・ 図 J.1 のように LC を PM に取り付け，P0 を測定する［全てのパワー測定値は，デシベル（dBm）単位

である。］。 

・ 図 J.2 のように TC1 を LC 及び PM に取り付け，P1 を測定する。 

・ L1=P0-P1 を計算する。 

・ L1 ≦0.1 dB であることを確認する。 

・ 図 J.3 のように TC1 を取り外し，TC2 を取り付け，P2 を測定する。 

・ L2 = P0 – P2 を計算する。 

・ 図 J.4 のように TC2 を取り外し，TC3 を取り付け，P3 を測定する。 

・ L3=P0-P3 を計算する。 

L2 及び L3 は，TC2 及び TC3 の目標減衰量である。 

二つの試験コードの減衰の極値を生成するために，EF を最大値及び最小値に調整した後，手順を繰り返

す。 

J.3.3 構成の詳細 

EF は，目標値，上限値，下限値をもつ複数の制御半径値で指定され，目標値及び許容誤差とみなすこと

が可能である。測定値は，使用される全許容誤差の割合（PTU：percentage of total tolerance used）を与える

正規化された測定基準に変換可能である。通常，この測定基準の符号は，目標値と比較してモード過剰充

塡の場合では正，モード充塡不足の場合では負とされる。目標値と比較してモード過剰充塡の場合は，測

定された EF が目標値より小さい場合に発生する。 

手順では，出力 EF が目標値となるようにモード調整部品を調整する指示がある。最良の結果を得るに

は，最大制御半径の PTU が±5 %以内で，それ以外が±35 %以内の場合に，これを満たすことが可能であ

る。EF が，EF テンプレートの最大又は最小に調整されるとき，最大制御半径の EF 値が主要関心事である

はずである。全ての制御半径でEFテンプレート境界に接触するように入射することはほぼ不可能である。 
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試験コード内の光ファイバは，コア径として公称値上にあるか，公称値より僅かに高い値（1 μm 未満）

にするのがよい。スプライス又は光コネクタ間の光ファイバの長さは，2 m～4 m の間とするのがよい。実

験結果では 3 m を用いた。スプライスは，約 0.2 dB～約 0.3 dB の個々の接続減衰量に対応して，3 μm～

4 μm の軸ずれをもつのがよい。実験結果では，軸ずらし調整機能をもつスプライサを用いた。目標軸ず

れ量は 3.5 μm であった。 

全ての終端は，基準グレードであることが望ましい。 

J.3.4 測定結果例 

次の実験結果は，850 nm で 50 μm の光ファイバから得られた。 

約 35 nm の半値全幅のスペクトル幅をもつ二つの LED ベースの光源を使用した。EF を調節するために，

二つの異なるモード調整アプローチを使用した。 

・ マンドレル － 通常 25 mm で部分巻き 

・ マンドレルとモード調整部品との組合せ 

マンドレルとモード調整部品との組合せでは，最大許容モード充塡度を達成することが不可能であった。 

図 J.5～図 J.7 は，EF 中心，下限及び上限における種々の制御半径及び二つの装置に使用される許容率

に関して，EF の結果を示している。 

  

図 J.5－EF 中心値（モード調整部品あり及び無し） 
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図 J.6－EF モード充塡不足（モード調整部品あり及び無し） 

 

図 J.7－EF モード過剰充塡（モード調整部品あり及び無し） 

図 J.8～図 J.13 は，これらの条件について，光源ごとに，二回の反復測定による減衰量の測定結果を示

している。 
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図 J.8－マンドレル付き L1 減衰量 

 

図 J.9－マンドレル及びモード調整部品付き L1 減衰量 

 

図 J.10－マンドレル付き L2 減衰量 
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図 J.11－マンドレル及びモード調整部品付き L2 減衰量 

  

図 J.12－マンドレル付き L3 減衰量 

  

図 J.13－マンドレル及びモード調整部品付き L3 減衰量 

モード調整部品無しで 20 μm の制御半径値及びそれより低い値で僅かにモード過剰充塡であった装置

1738 は，比較的高い減衰量の測定結果であった。このことは，機器の目標値及び限界値が与えられるとき，

全ての制御半径にわたって EF 目標値からの偏差を最小化する必要性を示している。 

テンプレート全体でモード充塡度が変化するため，減衰量の分散は，およそ±10 %の範囲にとどまる。 
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参考文献 
IEC 60050-581, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 581: Electromechanical components for 

electronic equipment（www.electropedia.org で入手可能） 

IEC 60793-1-40, Optical fibres - Part 1-40: Measurement methods and test procedures - Attenuation 

IEC 60793-2, Optical fibres - Part 2: Product specifications – General 

IEC 60793-2-10, Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 
multimode fibres 

IEC 60793-2-50, Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode 
fibres 

IEC 60794-2-21, Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor optical fibre cables - Detailed specification for multi-fibre 
optical distribution cables for use in premises cabling 

IEC 60874-19-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connectors for optical fibres and 
cables - Part 19-1: Fibre optic patch cord connector type SC-PC (floating duplex) standard terminated on 
multimode fibre type A1a, A1b - Detail specification 

JIS C 61300-3-6 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品− 基本試験及び測定手順−第 3-6 部：反射減衰

量測定 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 61300-3-6, Fibre optic interconnecting devices and passive 
components - Basic test and measurement procedures - Part 3-6: Examinations and measurements - 
Return loss 

IEC 61300-3-45, Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement 
procedures - Part 3-45: Examinations and measurements - Attenuation of random mated multi-fibre connectors 

JIS C 6828 光ファイバ構造パラメータ測定器校正方法 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 61745, End-face image analysis procedure for the calibration 
of optical fibre geometry test sets 

IEC 61755-6-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical 
interfaces - Part 6-1: Connection of 50 μm multimode, non-angled physically contacting fibres1 

注記 検討中 

IEC 61755-6-2, Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 
6-2: Connection of 50 μm core diameter multimode physically contacting fibres - Non-angled for reference 
connector application, at wavelength of 850 nm using selected A1a fibre only 

IEC 62664-1-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector product 
specifications - Part 1-1: LC-PC duplex multimode connectors terminated on IEC 60793-2-10 category A1a 
fibre 

IEC 61930, Fibre optic graphical symbology 

IEC TR 61931:1998, Fibre optic - Terminology 

IEC 62614-1:2010, Fibre optics - Multimode launch conditions - Part 1: Launch condition requirements for 
measuring multimode attenuation 

IEC TR 62614-2, Fibre optics - Multimode launch conditions - Part 2: Determination of launch condition 
requirements for measuring multimode attenuation 

IEC TR 62316, Guidance for the interpretation of OTDR backscattering traces for single-mode fibres 

IEC TR 61282-14, Fibre optic communication system design guidelines - Part 14: Determination of the 
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uncertainties of attenuation measurements in fibre plants 

IEC TR 62627-01, Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 01: Fibre optic connector 
cleaning methods 

 ISO/IEC Guide 99:2007, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated 
terms (VIM) 

JIS X 5150-1 汎用情報配線設備－第 1 部：一般要件 

注記 対応国際規格における参考文献：ISO/IEC 11801-1:2017, Information technology - Generic cabling 
for customer premises - Part 1: General requirements 

ISO/IEC 14763-3, Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: 
Testing of optical fibre cabling  

 




